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第２部 災害予防

第１章 災害に強い施設等の整備

風水害等の災害に際して，被害の軽減を図るためには，各防災事業を推進し，被害を未然に防止し

たり，被害の及ぶ範囲を最小限に止められるよう整備しておくことが基本となる。

本章では，このような災害に強い施設等の整備に係る対策を定める。

第１節 土砂災害等の防止対策の推進

本市は，地形・地質条件から，山地災害，土石流，地すべり，急傾斜地崩壊等の風水害による斜面

崩壊等の風水害による，土砂災害，山地災害，農地災害等の被害が予想される。

このため，このような災害を防止するため，従来より推進されている各種防災事業を継続し，風水

害に係る災害危険を解消するための事前対策を計画的に推進する。

また，「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57

号，平成 13 年４月施行）（以下「土砂災害防止法」という。）に基づき，土砂災害から住民の生命

を守るため，危険性のある区域を明らかにし，警戒避難体制の整備や新規住宅等の立地抑制等のソフ

ト対策を推進する。

第１ 土砂災害の防止対策

〔実施責任：危機管理課，耕地林務課，建設監理課，土木課，建築課，都市・海岸整備課〕

１ 土砂災害防止事業の推進

本市は，台風，豪雨の発生する頻度が高いため，土石流，がけ崩れ，地すべり等による土砂災害

を受けやすいことから，危険が予想される箇所を降雨，台風時には巡回して監視するとともに，県

と連携して各種砂防工事（砂防堰堤，渓流保全工）を促進するように努める。
えんてい

なお，災害危険箇所別の斜面災害の防止事業の実施方策は以下のとおりである。

（１）山地災害危険地区等

ア 危険箇所等の調査

土砂災害等の防止対策

土砂災害等の災害防止対策の推進

農地災害等の防止対策
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市は，山腹崩壊，地すべり，崩壊土砂の流出により，公共施設や人家等に直接被害を与えるお

それのある区域を調査し，山地災害危険地区として把握している。

《資料編 第２表 山地災害危険地区の現況》

イ 防災対策の実施

県は，山地災害危険地区等における治山施設の整備等のハード対策と山地災害危険地区に係る

情報提供等のソフト対策の一体的な実施や地域の避難体制との連携による滅災効果の向上を図る

とともに森林の整備・保全の推進により，山地災害の発生防止に努めるものとする。特に尾根部

からの崩落等による土砂流出量の増大，流木災害の激甚化，広域にわたる河川氾濫など，災害の

発生形態の変化等に対応するため，流域治水の取組と連携しつつ，土砂流出の抑制，森林土壌の

保全強化，流木対策等を推進するものとする。

市は，山地災害危険地区等の巡視警戒等災害予防に必要な措置を行う。

（２）砂防法に基づく砂防指定地

ア 砂防指定地の指定

土石流の発生が予想される危険渓流等を調査・把握し，そのうち，砂防設備を要する土地又は

治水上砂防のため一定の行為を禁止，制限すべき土地を，国土交通大臣が砂防指定地として指定

する。

イ 災害防止事業の実施

県は，土石流発生のおそれがある危険渓流について，環境にも配慮しつつ，施設の整備を進め

ており，今後も引き続き，危険度，緊急度の高い土砂災害警戒区域（土石流）から，逐次，事業

を実施する。

ウ 行為規制等

県は，砂防指定地に標識板等を設置して地域住民等に周知徹底し，治水上砂防の観点から有害

行為を制限するとともに，定期的に監視業務を行い，災害の未然防止を図る。

市は，巡視警戒等災害予防に必要な措置を行う。

《資料編 第３表 土石流危険渓流箇所》

（３）地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域

ア 地すべり防止区域の指定

地すべりの発生が予想される危険な箇所を把握・調査し，そのうち，地すべり区域（地すべり

を起こしている区域又は地すべりを超すおそれの極めて大きい区域をいう。以下同じ）及びこれ

に隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し，若しくは誘発し，又は助長し若しくは

誘発するおそれの極めて大きい地域を，主務大臣が地すべり防止区域として指定する。

イ 災害防止事業の実施

県は，地すべりのおそれがある危険な箇所の地すべり状況の観測と現地調査を行い，地すべり

の危険度，緊急度の高い土砂災害警戒区域等（地すべり）から逐次，事業を実施する。

ウ 行為規制等

県は，地すべり防止区域に標識板等を設置して地域住民等に周知徹底し，地すべり防止の観点

から有害行為を制限するとともに，定期的に監視業務を行い，災害の未然防止を図る。

市は，巡視警戒等災害予防に必要な措置を行う。
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《資料編 第４表 地すべり危険箇所》

（４）急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域

ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定

がけ崩れの発生が予想される危険な箇所を把握・調査し，崩壊の恐れのある急傾斜地で，その

崩壊により相当数の住居者，その他の者に危害が生ずるおそれがあるもの及びこれに隣接する土

地のうち，崩壊の助長又は誘発を防止するため，行為の制限を必要とする区域を鹿児島県知事が

急傾斜地崩壊危険区域として指定する。

イ 災害防止事業の実施

県及び市は，貴重な縁の空間としての環境に配慮しつつ，計画的に施設の整備を進めており，

今後も引き続き，危険度，緊急度の高い土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊）から逐次，事業

を実施する。

ウ 行為規制等

県は，急傾斜地崩壊危険区域に標識板等を設置して地域住民等に周知徹底し，水の放流，のり

切，掘削，立木竹の伐採等急傾斜地の崩壊を助長又は誘発するおそれがある行為を制限するとと

もに，監視業務を行い，災害の未然防止を図る。

市は，巡視警戒等災害予防に必要な措置を行う。

《資料編 第５表 急傾斜地崩壊危険箇所》

（５）建築基準法に基づく災害危険区域

市は，建築基準法に基づく災害危険区域を指定し，その区域内における建築に関する制限につ

いて定める。

急傾斜地崩壊危険区域，又は津波，高潮，出水もしくは地すべりによる危険の著しい区域では，

住家等の建築を制限するとともに，がけ地に近接する既存の不適格住宅の移転を促進する。

（６）主要交通途絶予想箇所

道路管理者は，落石，崩土，河川の氾濫，浸水，高潮等により交通の途絶が予想される箇所を

指定し，職員が定期的に防災パトロールを実施し，道路の実態，迂回路の把握に努める。

また，緊急度の高い箇所から順次防災工事を実施し，場合によっては通行規制や通行止の措置

を行い，被害の未然防止に努める。

（７）土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等

土砂災害から住民の生命を守るため，土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知，警

戒避難体制の整備，住宅等の新規立地の抑制，既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する。

ア 土砂災害警戒区域の指定

県は土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形や地質，土地の利用状況などについ

て基礎調査を行い，市長の意見を聴いた上で，区域の指定を行う。

市は土砂災害防止法第８条に基づき，市地域防災計画において各区域毎に警戒避難体制に関す

る事項について定め，情報伝達，警戒避難体制の整備，警戒避難に関する事項の住民への周知を

図る。

《資料編 第６表 土砂災害警戒区域指定一覧》

イ 土砂災害特別警戒区域の指定
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県は土砂災害により建築物に損傷が生じ，住民に著しい危害が生じるおそれがある区域につい

て，住民の安全を確保する取組を行うため，地形や地質，土地の利用状況などについて基礎調査

を行い，市長の意見を聴いた上で，区域の指定を行う。

特別警戒区域内では，住宅宅地分譲や老人ホーム，病院等の要配慮者施設を建築するための開

発行為に知事の許可を要するほか，建築基準法による建築物の構造規制，土砂災害時に著しい損

壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し知事は移転等の勧告が可能となる。

（８）盛土規制法に基づく規制区域等

盛土等による災害から市民の生命・財産を守るため，盛土等により人家等に被害を及ぼしうる

区域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域として指定し，規制区域内で行われる盛

土等に許可を要するなどの規制を行う。

また，規制区域内における既存盛土等に関する調査を実施し，不法・危険盛土等に対して是正

措置の命令等を行う。（宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定状況は，第２部

第１章第３節 第１「防災的土地利用の推進」参照）

ア 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定

県は盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域の地形や地質，土地の利用状況などについて

基礎調査を行い，その結果を公表し，必要な手続きを経た上で，区域の指定を行う。

イ 行為規制等

県は，宅地造成等工事規制区域内及び特定盛土等規制区域内では，土地（森林・農地を含む）

を造成するための盛土・切土，土捨て行為や一時的な堆積などの行為を許可の対象とするほか，

不法・危険盛土等に対して是正措置の命令等を行う。

（９）その他の災害危険箇所

市は，各種法令の指定要件に該当しない危険箇所についても掌握し，地域住民へ周知するとと

もに，法令指定区域に準じ，危険箇所ごとに，巡視，警戒避難体制等災害の予防に必要な措置を

定めておく。

２ 砂防関係施設の災害防止

砂防関係施設（砂防設備，急傾斜地崩壊防止施設，地すべり防止施設）の機能を確保するため，

砂防関係施設管理者及び住民等受益者は，日常の巡視や点検を行い，適切な維持管理に努め，砂防

関係施設管理者は必要に応じて，老朽化対策を推進する。

３ 災害危険箇所等の調査の結果の周知

（１）災害危険箇所の点検体制の確立

市は，県地域振興局，消防機関，警察等関係防災機関等の協力のもとに，災害危険箇所の防災

点検を必要に応じて実施する。災害危険箇所の防災点検の実施にあたっては，当該危険箇所のあ

る地域の自主防災活動のリーダーや，住民の参加を得て行うよう努める。

住民は，住民自身による災害危険箇所の把握に努め，日ごろから地域ぐるみで自分たちが居住

する地域の防災点検を実施し，危険箇所を把握するとともに，新たに災害の発生が疑われる箇所

等を発見したときは，速やかに市（防災担当課又は土木担当課等）に通報する。
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（２）災害危険箇所の災害危険性の把握・周知

ア 市は，災害危険箇所の内容を住民が十分認識するよう，国等の調査結果を周知・公表する。危

険箇所以外でも多くの災害が発生しているため，市は，その他の災害危険予想箇所についても掌

握し，住民に周知する。

イ 市独自に，新たに，把握すべき土石流，がけ崩れ，地すべりなどの危険性について調査し，結

果を積極的に住民へ周知する。

（３）災害危険箇所に係る避難場所等防災情報の周知・徹底

市は，災害危険箇所に係る避難場所，避難所，避難路及び避難方法を，次に示すあらゆる手段

により地域住民に周知する。

ア 災害危険箇所，避難場所，避難所，避難路及び避難方法を指宿市地域防災計画に明示・位置付

ける。

イ 災害危険箇所の他，避難場所，避難所，避難路，消火・防災施設等を明記した地区別防災地図

（防災マップ）を作成・掲示・配布する。

ウ 広報誌，ポスターやパンフレット等により，また，自主防災組織や地域自治会等の総会，公民

館長会等あらゆる機会・手段を通じて周知を図るものとする。

４ 災害危険箇所等の警戒避難体制の整備

（１）災害危険箇所の警戒体制の確立

災害危険箇所のある地区の自主防災組織や住民は，常日頃から危険箇所の状態について監視し，

災害の発生する危険性がある場合，早めに避難できるように心がける。

なお，市は，気象予警報等が出された場合，災害危険箇所のある地区の住民に対して，速やか

に避難誘導等の行動に移れる体制を確立しておく。

（２）避難対象地区の指定及び警戒巡視員の選任等

市は，人家等に被害を与えるおそれがある危険箇所がある地区を避難対象地区として指定し，

地区ごとに避難場所，避難路，避難方法等を定めた避難計画を作成する。

また，必要により，地区ごとに警戒巡視員を選任又は委嘱しておく。

（３）避難計画の整備

市は，特に，災害危険箇所及び土砂災害警戒区域等の住民を対象に，避難計画を作成するもの

とする。

ア 災害危険箇所の概況

当該地区の世帯数，人口及び避難等の際留意すべき要配慮者の状況，福祉施設等の状況を把握

しておく。

イ 住民への情報伝達方法の整備

市防災無線のほか，有線放送，広報車，消防団員等による戸別広報等の伝達方法について，効

果的な運用方法を整備しておく。

ウ 避難場所，避難所及び避難路の指定

災害の種類ごとに，災害の危険から緊急に逃れるための施設・場所を指定緊急避難場所として

指定するとともに，構造や立地条件等安全性と利便性に十分配慮して，災害後，被災者を一時的



23

に滞在させるため公共施設等を指定避難所として指定する。避難路についても，途中にがけ崩れ

や浸水，高潮の影響がない安全な経路を複数定める。

また，指定緊急避難場所や指定避難所での住民の世話人の配備等の措置を講じる。

エ 避難誘導員の指定

避難する際の，消防団員や青年団，自主防災組織のリーダー等誘導員を定め，特に，地域の独

居の高齢者等の要配慮者については，誘導担当者を定めておくなどの措置を講じる。

オ 避難指示等の基準の設定

土砂災害警戒情報が発表された場合に直ちに避難指示等を発令することを基本とした具体的な

避難指示等の発令基準を設定するものとする。また，土砂災害警戒区域等を避難指示等の発令単

位として事前に設定し，土砂災害警戒情報及び土砂災害警戒情報の補足情報となる河川砂防情報

システムによる危険度レベル（レベル１，２，３，４），気象庁の防災情報提供システムや気象

庁ホームページの大雨警戒（土砂災害）の危険度分布等を用い，事前に定めた発令単位と危険度

の高まっている領域が重複する区域等に避難指示等を適切な範囲に絞り込んで発令できるよう，

発令範囲をあらかじめ具体的に設定するとともに，必要に応じ見直すよう努めるものとする。

カ ハザードマップの作成

市は，土砂災害に関する情報の伝達方法・避難場所及び避難経路に関する事項その他土砂災害

警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知するため，これらの

事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じるものとする。

（４）住民の自主的避難の指導

市は，土砂災害が発生した時の住民の自主的避難について，広報誌をはじめ，あらゆる機会を

通じて指導するとともに，雨量等の情報をできる限り，住民に提供するよう努めるものとする。

避難対象地区の住民避難は，隣保精神に基づいて組織された自主防災組織等により地域ぐるみで，

早めに行うよう努める。

このため，市及び各防災機関は協力して，積極的に自主防災組織等の育成・強化に努める。

（住民の自主的避難の指導方法は，第２部第３章第３節「自主防災組織の育成強化」参照）

（５）避難訓練

市及び各防災関係機関の長は，地区内の自主防災組織等とも十分連携をとりつつ，適宜，斜面

災害を想定した避難訓練を実施するよう努める。

（避難訓練の方法は，第２部第３章第２節「防災訓練の効果的実施」参照）

第２ 農地災害等の防止対策

[実施責任:耕地林務課]

１ 農地防災・保全施設の整備

本市は，シラス等の特殊土壌が広く分布し，台風や集中豪雨により，農地の表土流出や斜面崩壊

等の災害が多発し，農地・農業用施設，人家等に被害が及んでいる。これらの被害を防止，軽減す
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るために，排水路，農業用ため池，排水機場等の農地防災・保全施設の整備を行い，農村地域の災

害発生防止に努める。

特に災害等により決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設が存在し，人的被害を与えるおそれ

のある防災重点農業用ため池（山崎ため池）については，関係法令に基づいて計画的かつ重点的な

整備に努める。

また，市は，山崎ため池が万が一決壊した場合を想定し，人的被害を軽減するため，被害想定区

域や避難場所等を示したハザードマップを周知するなど，減災対策にも努める。

ため池名称 かんがい面積（ha） 総貯水量（㎥）

山崎ため池 １２．０ １００，０００
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第２節 河川災害・高潮災害等の防止対策の推進

本市は，台風常襲地帯，多雨地帯，特殊土壌地帯という気象・地理的に厳しい自然条件のもとにお

かれ，河川は，その大半がシラス台地を流れ，洪水の被害を受けやすい特質があり，また，沿岸部を

有する地形条件から，高潮，波浪災害等を受けやすい特質があるため，河川災害，高潮災害等に対す

る防止対策を講じておく必要がある。このため，従来より推進されている河川堤防，海岸保全施設等

の整備事業を継続して推進する。

第１ 河川災害の防止対策

［実施責任：土木課，都市・海岸整備課，水道課]

１ 河川災害の防止事業の推進

（１）河川及び治水施設等の整備状況

本市は，台風常襲地帯，多雨地帯，特殊土壌地帯という極めて厳しい自然条件のもとにあり，

さらに宅地化等により土地利用も変化している。このため，社会資本整備重点計画に基づく河川

整備を図っているが本市の河川整備については，緊急度の高い氾濫区域の洪水防御を主眼とし，

河川環境にも十分配慮しつつ整備事業を推進している。

（２）河川及び治水施設の整備対策

市内の河川法適用河川で改修済みの河川は，ある程度の水害に耐えうるよう整備されているが，

堤防より居住地側の地盤が洪水時の水位や潮位に比べて低いところや，護岸施設等老朽化が進行

しているところでは，洪水等が生じた際，大きな浸水被害をもたらす恐れが予想されるため，川

岸の災害防止対策として，必要区間について，居住地側の資産状況等を勘案し，護岸施設等の整

備を進める。

併せて，気候変動等による影響を踏まえ，社会全体で被害を防止・軽減させるためのハード・

ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的として，「水防災意識社会再構築協議会」，

「地域治水協議会」等を活用し，流域全体のあらゆる関係者が協働し，「流域治水」の取り組み

を進める。

なお，直轄河川については，災害時の水防活動及び物資の集積備蓄機能や，平常時の研修や訓

練の場としての機能を持つ「河川防災ステーション」が整備されているところであり，さらに，

今後は，「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づき堤防補強等のハード対策や住民目線に立っ

たソフト対策などを推進する。

また，河川管理施設の維持管理を的確に行い，河川災害の防止に努める。

河川災害の防止対策

河川災害・高潮災害等の防止対策の推進

高潮災害等の防止対策
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２ 河川等重要水防区域等の把握，周知

市は，河川等の重要水防箇所及び水防箇所に基づき，関係流域住民への周知に努めるとともに，

市独自に河川災害の危険性等に関する以下の事項を把握し，その結果を必要に応じ，関係地域の住

民等に周知する。

また，市は，洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について，過

去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点，その水深その他の状況を把握するよう努め

るとともに，これを把握したときは，当該河川において予想される災害の危険を住民等に周知する。

ア 河川の形状，地盤高に応じた浸水危険性の把握

イ 避難路上の障害物などの把握

ウ 指定避難所等の配置状況・堅牢度等の把握

エ 危険区域内に居住する住民構成や地域・近隣単位の自主避難体制の検討

３ 重要水防区域の巡視等

水防管理者は，異常降雨によって河川の水位が上昇しているとき，又は指定河川について水防警

報が発せられたとき等には，「指宿市水防計画書」に示す危険箇所内の堤防等の巡視を行うととも

に，当該区域ごとに監視のための水防団員（消防団員）を配置する。通報その他災害予防上必要な

事項については，同計画書に定めるところによる。

４ 特別警戒水位の設定

国土交通大臣及び鹿児島県知事は，洪水により重大又は相当な被害を生ずるおそれのあるものと

して指定した河川（以下，水位周知河川という。）において，水防法第 12 条第２項に規定する警

戒水位を超える水位であって洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位として洪水特別警戒水位

（水防法第 13 条）を定め，この水位に達したときは，鹿児島県水防計画書に定める水防管理者に

通知するとともに，必要に応じ報道機関の協力を求めて，これを一般に周知しなければならない。

指定河川などその他避難判断水位に係る事項については同計画書に定めるところによる。

５ 浸水被害軽減地区の指定等

水防管理者は，浸水想定区域（当該区域に隣接し，又は近接する区域を含み，河川地域を除く。）

内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地等の区域であって浸水の拡大を抑制する効用

があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定する。

【重要水防箇所（知事管理区間）】

水系名又は海岸名 河川名又は海岸名 左右岸の別 区間(延長)

二反田川 二反田川 左・右 指宿市中福良～ＪＲ橋（200ｍ）

鹿児島湾沿岸 指宿港海岸 ― 指宿市東方～十二町大山崎（5，300ｍ）

鹿児島湾沿岸 山川漁港海岸 ― 山川駅前埋立地～金毘羅鼻（3，900ｍ）

【水防箇所】

河川・海岸 箇所数 両岸延長（ｍ）

二反田川，湊川，新川，宮田川，池田湖
15 18，000

川尻海岸
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６ 浸水想定区域等を活用した水害リスク情報の周知等

河川管理者は，洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し，または，浸水を防止することにより，水

災による被害の軽減を図るため，水防法に基づき，全ての一級・二級河川において，洪水浸水想定

区域を指定する。

また，河川管理者及び市長はそれぞれの立場において，各河川の浸水実績等を把握し，浸水深や

発生頻度等を踏まえて水害リスクを評価するよう努めるものとする。

市長は，洪水浸水想定区域や浸水実績等を踏まえ，防災活動や住民避難が円滑に行われるよう，

避難場所や避難経路等の情報を記載したハザードマップの作成等を推進し，水害リスク情報として

周知しなければならない。

第２ 高潮災害等の防止対策

[実施責任：商工水産課，都市・海岸整備課]

１ 海岸保全施設整備事業の推進

（１）海岸保全施設の整備状況

本市の海岸は，海岸法（昭和 31 年法律第 101 号）による海岸線延長は 54.3 ㎞となっており，

全域にわたり海岸浸食が著しく，高潮災害等を受けやすい状況にある。

（２）海岸保全施設の整備方策

県及び市は，台風時の高潮や冬期波浪等による被害が生じやすい海岸を対象として施設整備を

実施してきたところであり，今後とも，引き続き，海岸保全基本計画に基づき，海岸保全施設の

整備を図る。

２ 既存海岸保全施設の老朽度点検，改修

県及び市は，従来の高潮，波浪等を念頭にした海岸保全施設整備事業を継続し，既存海岸保全施

設の老朽度点検を行い，特に重要な施設から改修等を計画的に推進する。

また，情報伝達手段の整備等の防災機能に優れた海岸保全施設の整備を推進する。

３ 高潮リスクの低減

県及び市は，港湾における高潮・高波・暴風リスクを低減するため，タイムラインの考え方を取

り入れた防災・滅災対策を推進するものとする。

近年の高波災害や気候変動を踏まえ，必要に応じて，耐波性能の照査や既存施設の補強を推進す

るものとする。また，関係者で協働した気候変動適応策の計画的な実施を推進する。

港湾管理者は，コンテナ等の野外蔵置貨物の流出防止対策を推進するものとする。
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第３節 防災構造化の推進

都市等の基盤施設の整備を推進し，災害の拡大を防ぎ，被害の軽減を目指す防災まちづくりを推進

するため，これまで関係各課や関係機関におして個別に実施されてきた都市等の防災環境を整備する

ための事業を，総合調整して実施する。

また，土地区画整理事業や再開発事業などをはじめ，各種法令・諸制度に基づく事業を推進するこ

とによる既成市街地を更新，新規開発に伴う指導・誘導を行うことによる適正な土地利用を推進する

ほか，市におけるハード・ソフト両面からの防災・減災対策を定めた立地的適正化計画(防災指針)の

策定を推進することにより，風水害等に備えた安全な都市環境の整備を推進する。

第１ 防災的土地利用の推進

[実施責任：都市・海岸整備課，建築課]

１ 土地区画整理事業の推進

（１）土地区画整理事業の実施状況

市の既成市街地の中には，道路・公園等の都市基盤施設の整備が遅れ，公共施設が未整備なま

ま小規模な宅地開発などが行われてスプロール化が進行している箇所がある。

また老朽化した建築物の多い木造密集市街地については，出火による被害が予想される。

（２）土地区画整理事業の実施方策

市は，既成市街地及び周辺地域において，土地区画整理事業を推進し，老朽木造住宅密集市街

地等防災上危険な市街地の解消を図るほか，医療，福祉，行政，避難等の機能を有する防災拠点

施設との連携により，道路，公園等の都市基盤施設の整備を進める。また，新市街地において，

土地区画整理事業等による都市施設の先行整備等により，安全な市街地の形成を図る。

防火構造化の推進 防災的土地利用の推進

建築物の不燃化の推進

都市施設・緑地・空き地等の防災空間の確保

擁壁・ブロック塀等の工作物対策
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２ 市街地再開発事業の推進

近年の都市化の進展に伴い，市街地及び周辺地域における災害危険性が増大しているため，建築

物の共同化，不燃化を促進することにより，避難地及び避難路を確保するとともに，道路，公園，

広場等の公共施設を整備することにより，地域の防災活動の拠点整備を図る。

３ 新規開発に伴う指導・誘導

（１）新規開発に伴う指導・誘導の実施方策

市は，新規開発等の事業に際して，以下の各種法令等に基づき，防災の観点から総合的な調

整・指導を行い，特に，低地部の軟弱地盤地域での大規模宅地造成や危険斜面の周辺等での開発

行為に際しては，防災に配慮した土地利用への誘導等を計画的に行う。

ア 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の安全化

盛土規制法第 10 条及び第 26 条により指定された宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制

区域内で行う宅地造成，特定盛土又は土石の堆積に関する工事等について，同法の規定に基づき

指導，取締りを行い，災害の防止に努める。

イ 建築基準法による災害危険区域対策

建築基準法第 39 条により指定された災害危険区域については，建築を制限し，災害防止に努

める。

ウ 危険住宅の移転促進

がけ地の崩壊等による危険から住民の生命の安全を確保するため，危険住宅の移転の促進を図

る。

４ 立地適正化計画策定の推進

市は，立地適正化計画による都市のコンパクト化及び防災まちづくりの推進にあたっては，災害

リスクを十分考慮のうえ，居住誘導区域を設定するとともに，同計画にハード・ソフト両面からの

防災・減災対策を定める防災指針を位置付ける。

第２ 建築物の不燃化の推進

[実施責任：危機管理課，都市・海岸整備課・建築課]

１ 防火，準防火地域の拡大

建築物が密集し，火災により多くの被害を生じる恐れのある地域においては，防火地域及び準防

火地域の指定に努め，耐火建築物等の建築を促進する。特に，商業地域及び近隣商業地域について

は，防火地域又は準防火地域の指定を検討し，都市の不燃化の促進を図る。

２ 消火活動困難地域の解消

市は，土地区画整理事業，市街地再開発事業等により，道路・空地を確保・拡充し，老朽木造住

宅密集市街地及び消火活動困難地域の解消に努める。
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３ 延焼遮断帯等の整備

市は，広幅員の道路・公園等の延焼遮断帯の整備や空地等の確保により，火災の延焼焼防止を図

り，安全な防災都市の創出を誘導する。

４ 消防水利・貯水槽等の整備

市は，消防力の基準等に照らし，消防力施設等の充足状況を勘案するとともに，市街地等の火災

に対応できるよう，各種事業により，市街地における貯水槽等消防水利の整備を推進する。

５ その他の災害防止事業

市は，火災時の効果的な消防活動を念頭において，消防活動路等の確保について検討しておく。

また，都市公園や防災拠点施設の整備を進め，火災時の消火・避難・救護活動の円滑な実施を図

る。

第３ 道路・公園・緑地・空地等の防災空間の確保

[実施責任：土木課，都市・海岸整備課，耕地林務課，水道課]

１ 道路・公園・緑地・空地等のオープンスペースの整備

（１）道路の整備（延焼遮断帯機能の確保）

道路は，市民の生活と産業の基盤施設として重要な社会資本であるとともに，風水害等の災害

時において，人員，物資の緊急輸送，避難路等の役割を発揮するほか，市街地火災に際して，延

焼遮断帯としての機能を発揮する

このため，道路管理者は，災害に強い道路網の整備を計画的に推進し，避難路，緊急輸送道路

の形成及び消防活動困難区域の解消に資するとともに，都市内道路については，多重性・代替性

の確保が可能となるよう体系的に整備する。また，災害時の消防，救出・救助，避難，医療，救

援活動等の際，重要な交通手段・輸送経路等の役割を果たすことになるため，道路管理者は既存

道路施設等の耐震性の確保を基本に，以下の防災，耐震対策等に努める。

また，緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について，災害時の交通の確保を図

るため，必要に応じて，区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに，国が促進す

る一般送電事業者，電気通信事業者における無電柱化の取組と連携しつつ，無電柱化の促進を図

る。

① 所管道路の防災補修工事

道路機能を確保するため，所管道路については，道路防災総点検等に基づき，対策が必要な箇

所について，法面の補強等の防災対策工事を実施する。

② 所管道路の橋梁における耐震対策工事

所管道路における橋梁の機能を確保するため，各管理者においては，橋梁定期点検等に基づき，

対策が必要な橋梁について，架替，補強，落橋防止装置等の耐震対策工事を実施する。

③ 道路施設の老朽化対策
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道路機能を確保するため，老朽化した道路施設について，長寿命化計画の作成・実施等により，

その適確な管理に努める。

④ 道路の避難路，輸送路としての維持・強化

市内を横断・縦断する国道・県道及びそれらに接続する市道は，災害発災時，避難所までの避

難路及び広域避難の際の移動，支援物資の輸送路として重要な役割を担うとから，関係機関と連

携し維持・強化を図る。

（２）公園・縁地・空地等のオープンスペースの整備・確保

市は，都市公園等を計画的に配置・整備し，必要に応じ，施設等のオープンスペースを確保し

避難地としての機能を強化する。

山麓部などの斜面地等については，砂防事業，地すべり対策事業，急傾斜地崩壊対策事業等と

連携し，縁地協定等による市街地における縁地の確保を図り，土砂災害防止，延焼遮断等の機能

を有する縁地・空地の体系的な整備・保全を推進する。

２ 共同溝等の整備

市は，都市・地域生活の根幹をなす電線，水道管等のライフライン施設の災害による被害を最小

限に止めるため，これらを収容するための共同溝等の整備を推進する。

３ 防災拠点の確保

大規模災害時における災害応急対策等を効果的に実施するための拠点として，避難地，災害応急

対策支援等の機能を備えた防災拠点の整備に努める。

また，防災機能を有する道の駅を広域の防災拠点として位置づけ，その機能強化に努める。

第４ 擁壁・ブロック塀等の工作物対策

[実施責任：土木課，都市・海岸整備課，建築課]

１ 擁壁の安全化

市は，道路担当部署において擁壁を設置する場合においては，設計時に安定性を考慮しているが，

道路防災点検等を行い，その結果に基づき，必要な補強・補修等の対策を講ずる。

【避難路，輸送路としての重要路線】

国道 226 号，269 号

県道 17 号（指宿鹿児島インター線），28 号(岩本開聞線），236 号(頴娃宮ヶ浜線），

238 号（下里湊宮ヶ浜線），240 号（指宿停車場線），241 号（大山開聞線）

242 号（川尻浦山川線），243 号（長崎鼻公園開聞線）247 号（東方池田線）

市道 上記路線に接続する市道等

施 設 整備内容 備 考

道の駅いぶすき

防災備蓄倉庫

（駐車場内）

令和２年８月「道の駅」の防災機能利用に関する基本

協定

防災拠点自動車駐車場 令和４年３月指定
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宅地に擁壁を設置する場合については，建築基準法に基づく安全化指導を従来に引き続き実施す

る。

２ ブロック塀等の安全化

市は，建築基準法に基づく新設のブロック塀等の安全化対策や既存のブロック塀等の修繕，補強

等の改修について指導しており，引き続き，ブロック塀等の安全化指導や修繕，補強等の改修指導

を実施する。

３ 窓ガラス等落下物の安全化

県及び市は，これまでに実施している定期報告制度や，年２回の建築物防災週間をはじめとする

既存建築物の窓ガラス，外壁タイル等の補修指導を継続するとともに，窓ガラス等の落下物によっ

て公衆に危害を及ぼす危険性の高い市街地については，特にその指導に努める。

また，強風による屋根瓦等の脱落・飛散防止等を含む落下物の防止対策を図る。

４ 屋外広告物に対する規制

県は，広告物及び提出物件が備えるべき基本的な基準において「構造及び設置方法は，倒壊，落

下等によって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること。」と定め，一定規模以上の広告物

については，広告物について一定の資格，技術及び知識を有する者を管理者として設置することを

義務づけている。

また，建築基準法等他の法令の適用を受ける屋外広告物について，その基準の遵守・徹底を図る

とともに，風水害時の落下等による公衆への危害を防止するため，設置者による点検等，指導に努

める。
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第４節 建築物災害の防災対策の推進

強風・豪雨・火災等による災害では，浸水・斜面崩壊等による建物損壊や火災による焼失等の被害

が予想される。

このため，建築物の「構造耐火上の安全性」，「防火性・耐火性」等の安全性を確保することによ

り，建築物災害の防災対策を推進する。

第１ 公共施設及び防災基幹施設の安全性の確保

[実施責任：総務課，建築課，教育委員会，その他施設管理者]

１ 公共施設等の安全性の確保

市は，庁舎，学校，公民館，公営住宅等の所管施設について，災害応急対策実施上の重要性，有

効性，地域特性等を考慮し，防災上重要と判断される建築物の安全性の確保を図る。

２ 重要防災基幹施設の安全性の確保

市の庁舎（出先含む），消防・警察等の防災機関の施設，医療機関，学校，公民館などの重要防

災基幹施設は，風水害等の災害時における応急対策活動の拠点となることに加え，避難施設として

利用されるため，災害時にこれらの施設の機能を確保・保持できるよう安全性の確保を行う。

第２ 一般建築物の安全性の確保

[実施責任：都市・海岸整備課，建築課]

１ 防災指導等による不燃化，安全化の促進

家屋密集度の高い地域については，建築物の不燃化を推進し，火災延焼防止のための延焼遮断帯

や緑地帯，避難場所等の防災空間の設置，道路拡幅等の促進に努めるとともに，民間住宅に対する

住宅金融支援機構の賃貸住宅融資制度等を活用して，耐火建築物及び準耐火建築物の建設を促進す

る。

建築年次が古く，老朽化の進んだ空き家を含む既存建築物については，ある程度，「構造耐力上

及び防火性・耐火性」の安全性が確保されていないものが見込まれることから，老朽化した建築物

の改修等の必要性について普及・啓発を図る。

また，これら施設に対する被害は，地盤高や周辺の河川・斜面等の状態にも関係するため，風水

害等の災害危険の高い区域については，特に重点的な安全化対策が望まれる。

公共施設及び防災基幹施設の安全性の確保

建築物災害の防災対策の推進

一般建築物の安全性の確保
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がけ地の崩壊等による危険から住民の生命の安全を確保するため，建築基準法第 39 条の規定に

よる災害危険区域を指定し，住宅等の建築制限を行う。

なお，がけ地に近接した既存不適格建築物のうち，急傾斜地崩壊防止工事などの対象とならない

住宅に対し，移転促進のための啓発を行う。

２ 市民等への意識啓発

市は，市民に対し，以下の意識啓発を実施する。

（１）建築物の不燃化等の必要性の啓発

建築確認審査を通じて，建築物の不燃化等の関係法令について，普及啓発を図るとともに，既

存建物については，改修時の相談に応じるほか，不燃化等の必要性を啓発する。

（２）がけ地近接危険住宅の移転の啓発

がけ地近接危険住宅の移転について，助成による誘導措置を含め，普及・啓発を図る。

（３）建築物等における石綿使用有無の把握

建築物等の所有者，管理者又は占有者に対し，建築物等に石綿を含む建築材料が使用されてい

るか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努める。

３ 特殊建築物等の安全性の確保

不特定多数の者が利用する病院，旅館・ホテル，物品販売業を営む店舗等の特殊建築物の安全性

の確保を図るため，「建築物防災週間」（火災予防週間と協調して実施。）において消防署等の協

力を得て，防災査察を実施し，適正な指導を行い，災害を未然に防止する。
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第５節 公共施設の災害防止対策の推進

上・下水道，電力，ガス，通信等のライフライン施設，道路・橋梁，港湾・漁港等の公共施設等は，

都市・地域生活の根幹をなすものであり，これらが災害により被害を受け，機能麻痺に陥ることによ

る影響は極めて大きく，特にライフラインの被災は，安否確認，住民の避難，救命・救助等の応急対

策活動等に支障を与えるとともに避難生活環境の悪化等をもたらすことから，県，市及びライフライ

ン事業者は，ライフライン施設や廃棄物処理施設について，風水害等の災害に強い施設を整備すると

ともに，適確な維持管理に努めるなど災害が発生したときも被害を最小限にとどめ，早期復旧が図ら

れるよう，系統多重化，拠点の分散，代替施設の整備等による代替性の確保など施設の災害防止対策

を推進する。

廃棄物処理施設については，大規模災害時に稼働することにより電力供給や熱供給等の役割も期待

できることから，始動用緊急電源のほか，電気・水・熱の供給設備を設置するよう努める。

また，水道事業者及び下水道管理者は，発災後に迅速に復旧できるよう，上下水道システムの基幹

施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど，上下水道一体となった対応に努める

ものとする。さらに，宅内配管についても迅速に復旧できるよう，あらかじめ体制の構築に努めるも

のとする。

市は，地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・湧水として活用するための登録制度や，

防災拠点施設・指定避難所等における公共井戸の整備等により，代替水源の確保に努めるものとする。

第１ 上水道施設の災害防止

[実施責任：水道課，環境政策課〕

１ 災害に強い水道施設の整備の推進

上水道施設は，生命の維持や日常生活に不可欠なため，各水道事業者は，災害に備え機能が保持

できるよう施設整備を行っているが，今後，特に施設の更新時を捉えて耐震化を推進するとともに，

引き続き，以下の対策により，被害発生の抑制と影響の最小化を図り，災害に強い上水道施設の整

備を推進する。

特に，重要度，緊急度の高い対策から順次計画的に施設の耐震化を推進するものとする。

公共施設の災害防止対策の推進 上水道施設の災害防止

下水道施設の災害防止

電力施設の災害防止

通信施設の災害防止

港湾・漁港施設の災害防止
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《資料編 第７表 上水道施設の整備状況》

（１）水源施設，管路施設等の上水道供給システムの整備・強化

（２）老朽化した水道施設，管路施設等の点検・補修の推進

（３）水道施設の耐震化・停電対策の推進

（４）浸水のおそれがある水道施設における対策の推進

（５）土砂崩壊による被災のおそれがある水道施設における対策の推進

（６）給水区域の分割による配水管網のブロック化の推進

（７）系統間の相互連絡管の整備による広域的なバックアップ体制の推進

２ 復旧用資機材，応急給水施設等の整備の推進

被災時の応急復旧に必要な資機材，被災者への応急給水に必要な施設等の整備を推進する。

第２ 下水道施設の災害防止

［実施責任：水道課］

１ 老朽施設，管路施設等の点検・補修

下水道事業者は，下水道施設について，これまでも災害に備え，機能が保持できるよう施設整備

を行っているが，引き続き以下の対策を推進し，災害に強い下水道施設の整備対策に努める。

（１）老朽化した施設，管路施設等の点検・補修の推進

（２）広域的なバックアップ体制の推進

（３）処理場等の耐震化・停電対策の推進

２ 集中監視システムの活用

下水道事業管理者における浄化センターや処理場の集中監視システムを活用して，公共施設の被

害常状況を把握できるように検討していく。

《資料編 第８表 下水道施設の整備状況》

第３ 電力施設の災害防止

［実施責任：九州電力株式会社］

１ 電力設備の災害予防措置

九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社は，以下の方法により，災害に伴う送電，変電，

配電設備等の電力施設被害防止のための予防措置を講ずる。

（１）水害対策

ア 過去に発生した災害及び被害の実情，河床上昇等を加味した水位予想に各事業所の特異性を考

慮し，防水壁の設置，排水ポンプの設置，機器のかさ上げ，ダム通信確保のための設備を設置する。
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特に洪水に対する被害防止に重点を置き，被害が予想される箇所について，点検整備を実施す

る。

イ 送電設備

・架空電線路・・・土砂崩れ，洗掘などが起こるおそれのある箇所のルートの変更，擁壁，石積

み強化等を実施する。

・地中電線路・・・ケーブルヘッドの位置の適正化等による防水対策を実施する。

ウ 変電設備

浸冠水のおそれのある箇所は，床面のかさ上げ及び窓の構造，出入り口の角落とし，防水扉取

付，ケーブルダクトの密閉化を行うが，設備の構造上，上記防水対策の不可能な箇所では，屋内

機器のかさ上げを実施する。

また，屋外機器は基本的にかさ上げを行うが，かさ上げが困難なものは，防水耐水構造化又は

防水壁等を組み合わせて対処する。

エ 配電設備

地域の防災計画との整合を図り，水害の影響軽減及び復旧を容易とする設備形成を考慮した設

計とする。

オ 通信設備

通信設備の重要度，その地域で予想される津波浸水想定等を勘案し，必要に応じて対策を講ず

る。

カ 建物及び構築物（業務設備を含む）

設備の重要度，その地域で予想される津波浸水想定等を勘案し，必要に応じて対策を講ずる。

（２）風害対策

建築基準法，電気設備に関する技術基準等による風害対策を十分考慮するとともに，既設設備

の弱体箇所は，補強等により対処する。

（３）塩害対策

塩害の著しい地域は，耐塩用がいし又はがいし増結で対処し，必要に応じ，がいし清掃を実施

するとともに活線がいし洗浄装置を設置する等，必要な対策を実施する。

（４）高潮対策

火力・発電所における高潮対策は，設備ごとに予防計画目標を設定し必要箇所に角落としある

いは，防潮壁等適切な対策を行い，これに対処する。

（５）土砂崩れ対策

土砂崩れ対策は，地形・地質等を考慮して，状況により，擁壁，石積み，排水溝などの対策を

実施する。

また，災害期前後には，巡視点検の強化，社外モニターの活用等により，被害の未然防止に努

める。

２ 防災業務施設及び設備の整備

（１）観測，予測施設及び設備の強化，整備
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局地的気象の観測を行うことにより，テレビ，ラジオ，インターネット等の気象情報を補完し

て万全の災害対策を図るため，必要に応じ，雨量，流量，潮位，波高等の観測，予測施設及び設

備の強化，整備を図る。

（２）通信連絡施設及び設備の強化，整備

災害時の情報連絡，指示，報告等のため，必要に応じ，無線，有線設備等の諸施設及び設備の

強化，整備を図る。

３ 災害対策用資機材等の確保及び整備

災害に備え，平常時から，復旧用資材，工具，消耗品等の確保に努めるとともに，災害対策用資

機材の輸送計画を樹立し，輸送体制の確保に努める。

また，常にその数量を把握しておくとともに，入念な整備点検を行い，非常事態に備える。

４ 電気事故の防止対策

災害による断線，電柱の倒壊，破損等による公衆感電事故や電気火災を未然に防止するため，市

民等に対し，次の事項を中心に，常日頃から，テレビ・ラジオ・新聞等の報道機関のほか，ホーム

ページ・携帯電話サイトによる情報発信及びパンフレット，チラシの作成配布による広報活動を行

う。

・ 無断昇柱，無断工事をしないこと。

・ 電柱の倒壊折損，電線の断線垂下等設備の異常を発見した場合は，速やかに最寄りの九州電力

送配電の事業所に連絡すること。

・ 断線垂下している電線には絶対触れないこと。

・ 浸水・雨漏りなどにより冠水した屋内配線，電気器具等は危険なため使用しないこと。

・ 屋外に避難するときは，安全器又はブレーカーを必ず切ること。

・ 電気器具を再使用するときは，ガス漏れや器具の安全を確認すること。

・ その他事故防止のため留意すべき事項。

病院等重要施設については，災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止するため，

自家用発電設備の設置を促進する。

５ 防災訓練による施設復旧体制の整備

災害対策を円滑に推進するため，年 1回以上防災訓練を実施するとともに，国及び地方自治体が

実施する防災訓練には積極的に参加する。

第４ 通信施設の災害防止

［実施責任：西日本電信電話株式会社］
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１ 電気通信設備等の耐災性の確保（防災設計による）

西日本電信電話株式会社は，通信施設の耐災性（不燃性，耐水性等）の確保に関する対策を推進

することにより，風水害等の災害時の一般通信サービスの確保を図るため，電気通信施設・設備，

通信用機器の耐災化及び非常用予備電源の確保・整備等の予防措置を講じる。

（１）電気通信施設・設備の耐震化

電気通信施設・設備の耐震化を図る。特に局舎(交換局等)については，既往最大規模の風水害

による被害を参考として水防扉の設置等，不燃，耐火耐水構造を推進する。

（２）通信機器の耐震化

局舎内に設置する交換機等の通信機器は，風水害による浸水，損傷，滅失等を防止するため必

要な措置を行う。

（３）非常用予備電源の確保・整備

非常用予備電源として蓄電池，発電機を常備する。

２ 通信設備等の確保

（１）架空ケーブルの地下埋設化

架空ケーブルは，火災による延焼や河川出水，土砂災害等による寸断に比較的弱いので，寸断

等のおそれのある区間は地下埋設化を推進する。

（２）橋梁架空ケーブルの耐火防護・補強

橋梁添架ケーブルは，二次災害の被害を想定して，耐火防護・補強を実施する。

（３）局間地下ケーブルの経路の分散化

電話局相互間を結ぶ地下ケーブルの経路の分散化を推進する。

（４）通信サービス実施体制の整備

災害が発生した場合に，迅速かつ的確に通信サービスを確保するため，あらかじめ定められた

次の措置計画により，万全を期する。

ア 回線の切替え措置方法

イ 可搬無線機，工事用車両無線機及び予備電源車の運用方法

ウ 重要局所被災時の措置方法

エ 災害対策用電話回線の作成

オ 一般通話の制限(広域な災害が発生した時又は予知されたときこれらの地域に対する重要通信

を確保するため，必要により一般通話を制限する。)

３ 災害対策用機器・資機材の整備

（１）各種無線機

通信の全面途絶地帯，避難所等との通信を確保するために，災害対策用無線機，衛星通信車載

局，移動無線車を配備する。

(第 2部第 2章第 6節特記「孤立化集落対策マニュアル」を参照)

（２）大容量可搬型交換局装置等
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局内通信設備が被災した場合，重要な通信を確保するための代替交換装置として大容量可搬型

交換局装置等を対象に配備する。

（３）移動電源車

移動電源車は，災害時等の長時間停電に対して通信電源を確保するために使用するもので交換

局，無線中継局等を対象に配備する。

（４）非常用電源の確保

台風等の災害時における長時間停電に対し，通信電源を確保するため非常用電源（発発）の配

備を進める。

４ 防災演習の実施

災害対策を円滑に推進するため，災害対策情報連絡演習，災害対策復旧計画演習及び災害対策実

施作業演習に関する防災演習を実施するとともに県及び市が実施する防災演習には積極的に参加す

る。

５ 情報の提供

災害発生にあたっては通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努めると

ともに，自社ホームページ等を活用し通信障害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整

備を図る。

第５ 港湾・漁港施設の災害防止

〔実施責任：商工水産課〕

１ 港湾・漁港施設の整備

港湾・漁港施設は，災害時の緊急物資・資材等及び避難者・負傷者の海上輸送にあてられること

から，港湾・漁港管理者は，施設の点検や防災対策事業の計画的な実施及び適確な維持管理に努

め，また，災害時の海上からの円滑な輸送のため，港湾の防災拠点機能を確保するものとする。

耐震強化岸壁の整備が完了した山川漁港においては，臨港道路等の整備を計画的に推進する。

２ 関係事業者との連携強化

港湾管理者は，過去に被災した箇所など港湾内の脆弱箇所を把握し，関係事業者に情報共有する

ことにより連携を強化するものとする。

３ 走錨等に起因する事故の防止

港湾管理者は，走錨等に起因する事故の可能性がある海上施設周辺海域において，船舶の避難水

域を確保するため，必要に応じて，防波堤の整備を行うものとする。

また，走錨等に起因する事故の可能性がある海上施設周辺海域に面する臨港道路において，船舶

の走錨等による臨海道路の損壊を未然に防止するため，必要に応じて防衛工を設置するものとする。



41

第６節 防災研究の推進

〔実施責任：危機管理課，土木課，耕地林務課，関係機関等〕

市，県及び関係機関等は，関係研究機関との協力により，災害及び災害対策に関する調査研究を実

施し，その成果の活用に努めるものとする。

１ 地域危険度の調査研究

市は，防災アセスメントを実施することにより，地域の災害危険性を総合的かつ科学的に把握し，

地区別防災カルテ，防災マップの作成に努める。

２ シラスの防災対策についての調査研究

市は，県と連携して，特殊土壌であるシラスの防災対策について，砂防，治山，農地保全の各面

から，総合的な調査研究に努める。
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第２章 迅速かつ円滑な災害応急対策への備え

風水害等の災害に際して，迅速かつ円滑な災害応急対策を実施するためには，事前に応急対策の実

施体制（要領）や，個々の対策に必要な物資・資機材等を整備しておく必要がある。

本章では，このような災害応急対策の事前の備えについて定める。

第１節 防災組織の整備

風水害時は，人命損傷をはじめ，家屋の倒壊，火災，がけ崩れ，高潮や浸水の発生，道路やライフ

ライン等生活関連施設の損壊等，市内の広範囲にわたる被害の発生が予想される。

このため，被害の拡大を防ぎ，被災者の救援に全力を挙げて対応できるよう，県，市及び各防災関係

機関は，それぞれの計画に基づき，迅速かつ的確な災害応急対策を万全に遂行する防災組織の整備を

推進すると共に，災害対応経験者をリスト化するなど，災害時に活用できる人材を確保し，即応でき

る体制の整備に努める。

また，市防災会議の委員について，多様な視点が反映できる構成とし，防災に関する施策・方針決

定過程及び防災における女性の参画拡大や男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立など，地

域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施による地域の防災力向上を図る。

第１ 市の応急活動実施体制の整備

〔実施責任：危機管理課，人事秘書課，地域振興課，関係機関等〕

１ 職員の動員・配備体制の強化

職員（要員）を災害発生の初期からできるだけ早急かつ多く必要な部署に動員配備させることは，

応急対策を迅速かつ的確に実施していくうえで，極めて重要である。

このため，市，県及び各防災関係機関は，それぞれの機関において，実情に応じ専門的経験・知

見を有する防災担当職員の確保及び育成，参集基準及び参集対象者の明確化，連絡手段の確保，参

集手段の確保，参集職員が徒歩参集可能な範囲での必要な宿舎の確保及び携帯電話など参集途上で

の情報収集伝達手段の確保等について検討し，職員の非常参集体制の整備を図る。

なお，市は，職員が災害発生後速やかに配備につき，職務に従事・専念できるよう，以下の対策

を推進する。

防災組織の整備 市の応急活動実施体制の整備

平常時の防災組織相互の連絡調整体制の整備

広域応援体制の整備



43

（市の動員配備体制は，第３部第１章第１節第１「市の応急活動体制の確立」参照）

（１）マニュアルの整備

災害対策要員の動員配備を適切に行い，情報の収集・伝達や，各種救援活動に関する初動段階

の活動要領等のマニュアルを作成する。

（２）職員の参集体制

勤務時間内・外を問わず，予測が困難な災害についても迅速な警戒体制が確保できるよう，職

員の参集体制についてあらかじめ確立しておく。

２ 災害対策本部の運営体制の整備

災害発生時において，災害対策本部の円滑な運営を図るため，以下の対策を推進する。

（市災害対策本部の設置方法は，第３部第１章第１節第１「市の応急活動体制の確立」参照

（１）災害対策本部運営マニュアルの作成

本部設置を必要とする段階で参集してきた職員が手際よく災害対策本部を設置できるよう，マ

ニュアルを作成する。

（２）災害対策本部職員用物資の確保

災害対策本部の職員がその能力を最大限に発揮できるよう，少なくとも２～３日分の水，食料，

毛布等を備蓄する。

（３）災害対策本部職員の育成

災害対策本部室員が災害発生時に的確な活動を行うため，平常時から特に以下の点について習

熟できるよう，重点的に研修しておく。

ア 動員配備・参集方法

イ 本部の設営方法

ウ 防災無線ほか各種機器の操作方法等

第２ 平常時の防災組織相互の連絡調整体制の整備

〔実施責任：危機管理課，指宿南九州消防組合〕

１ 情報連絡体制の充実

市及び防災関係機関は，災害が発生した場合，迅速かつ的確な災害情報等の収集・連絡が行える

ようにするため，平常時から以下のように，防災組織相互の連絡調整体制の整備に努める。

（市災害対策本部と防災関係機関との協力系統図は，第３部第１章第１節「応急活動体制の確立」

参照）

（１）情報連絡体制の明確化

情報伝達ルートの多重化，及び情報交換のための情報収集・連絡体制の窓口等の明確化に努め

る。

（２）勤務時間外での対応
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市及び防災関係機関は，相互間の情報収集・連絡の対応が勤務時間外でも可能なように，連絡

窓口等体制の整備に努める。

２ 防災関係機関との協力体制の充実

県及び市は，国と連携して，避難生活に必要な物資の備蓄，避難所環境の整備，地域のボランテ

ィア人材の確保・育成や災害発生時における官民連携の強化など，地域防災力の向上に努めるもの

とする。

また，災害時に迅速かつ円滑な防災組織相互の情報収集・連絡が行えるように，以下の対策を進

める。

（１）日頃から情報交換を積極的に行う

市及び防災関係機関は，防災に関する情報交換を日頃から積極的に行って，防災組織相互間の

協力体制の充実に努める。

（２）通信体制の総点検及び非常通信訓練の実施

市及び防災関係機関は，災害時の通信体制を整備するとともに，通信体制の総点検及び非常通

信訓練実施するよう努める。

３ 自衛隊との連絡体制の整備

自衛隊への災害派遣要請は，人命・財産の保護のためにやむを得ないと認められる事態が発生し

た場合，迅速かつ円滑に行わなければならない。

このため，自衛隊への災害派遣に関する必要な以下の事項について整備しておく。

（１）連絡手続き等の明確化

自衛隊への災害派遣要請は原則として県を通じて行うが，県と連絡が取れない場合の自衛隊の

災害派について，連絡手続等を迅速に実施できるように，地域防災計画に明示しておく。

（２）自衛隊との連絡体制の整備

市は，地区を管轄する自衛隊と日頃から情報交換や訓練等を通して，連絡体制の整備を図る。

第３ 公的機関及び各防災関係機関の業務継続性の確保

〔実施責任：危機管理課，指宿南九州消防組合，関係機関等〕

１ 市及び各防災関係機関は，災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため，

災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の

対応力の強化を図る必要があることから，業務継続計画の策定等により，業務継続性の確保を図る

よう努める。

２ 特に，市は，災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うことと

なることから，業務継続計画の策定等にあたっては，少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び

職員の参集体制，本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定，電気・水・食料等の確保，
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災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保，重要な行政データのバックアップ並びに非常時

優先業務の整理について定めておくよう努める。

第４ 広域応援体制の整備

〔実施責任：人事秘書課，危機管理課，指宿南九州消防組合，関係機関等〕

１ 県及び他市町村等との相互応援体制の整備

市は，鹿児島県及び県内市町村間の災害時相互応援協定等に基づき，県及び県内の他市町村等に

対して応援を求める場合を想定し，日頃から情報交換や連絡調整に努める。

また，県外の市町村等とも，あらかじめ大規模災害時の広域応援に関する協定を締結し，日頃か

ら情報交換や連絡調整に努める。

２ 緊急消防援助隊の編成

県外への消防広域応援については，都道府県単位で設置した緊急消防応援隊を中心に応援隊が派

遣される。本県の緊急消防応援隊の部隊編成は，次のとおりである。
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３ 警察災害派遣隊の整備等

県警察本部は，大規模災害が発生し，又は発生するおそれがある場合には，警察災害派遣隊の派

遣要請が予想されることから，平素から招集・派遣制度の整備等を図る。

（１） 広域緊急援助隊

ア 警備部隊

部隊名 消防本部名 隊数 備考

消火小隊 鹿児島市消防組合 6

33隊 枕崎市消防本部 1

出水市消防本部 1

垂水市消防本部 1

薩摩川内市消防局 4

日置市消防本部 2

霧島市消防局 3

いちき串木野市消防本部 1

南さつま市消防本部 2

姶良市消防本部 2

さつま町消防本部 1

指宿南九州消防組合 2

阿久根地区消防組合 1

伊佐湧水消防組合 1

大隅曽於地区消防組合 1

大隅肝属地区消防組合 2

熊毛地区消防組合 1

大島地区消防組合 1

後方支援小隊 鹿児島市消防局 3

14隊 薩摩川内市消防局 2

霧島市消防局 2

姶良市消防本部 1

いちき串木野市消防本部 1

指宿南九州消防組合 1

阿久根地区消防組合 1

大隅曽於地区消防組合 1

大隅肝属地区消防組合 2

通信支援小隊 鹿児島市消防局 1

1隊

特殊災害小隊 鹿児島市消防局 7 2隊は救助小隊と重複

9隊 薩摩川内市消防局 1 救助小隊と重複

大隅曽於地区消防組合 1 救助小隊と重複

特殊装備小隊 鹿児島市消防局 1

5隊 枕崎市消防本部 1

薩摩川内市消防局 2

大隅肝属地区消防組合 1

NBC災害即応部隊指揮隊 鹿児島市消防局 1 総合機動部隊指揮隊と重複

1隊

土砂・風水害軌道支援 鹿児島市消防局 1 総合機動部隊指揮隊と重複

部隊指揮隊

1隊

航空小隊 鹿児島県 1

1隊

航空指揮支援隊 鹿児島県 1 航空小隊と重複

1隊

航空後方支援小隊 鹿児島県 1 航空小隊と重複

1隊
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イ 交通部隊

ウ 刑事部隊

（２） 広域警察航空隊

（３） 緊急災害警備隊

（４） 特別警備部隊

（５） 特別生活安全部隊

（６） 特別自動車警ら部隊

班 名 班 編 成 の 内 容

先行情報班 警察用航空機等で直ちに先行し，被災状況，道路状況等に係る情報，そ

の他の広域緊急援助隊の部隊活動に必要な情報の収集及び報告等の活動を

行う。

救出救助班 救出救助用資機材，災害活動用車両等を活用し，被災者の救出救助，行

方不明者の捜索等災害から直接人命を守る活動を行う。

隊本部班 食糧，飲料水等の管理及び配布，広報等，当該部隊の災害警備活動全般

に係る活動の支援活動を行う。

班 名 班 編 成 の 内 容

先行情報班 交通対策班に先行し，緊急交通路として確保すべき道路の被災状況等の

情報収集及び報告等の活動を行う。

交通対策班 緊急交通路として確保すべき道路の応急対策及び緊急交通路の交通規制

とその担保措置並びに緊急通行車両の先導等の活動を行う。

管 理 班 食糧，飲料水等の管理及び配布，最新の交通情報の収集，広報等，当該

部隊の災害対策活動全般に係る活動の支援活動を行う。

班 名 班 編 成 の 内 容

検 視 班 遺体検死場所における検視又は死体見分を行う。

遺族対策班 被災者の心情を配慮した上で，遺体収容場所において遺族等へ遺体の引

渡しにあたるとともに，災害警備本部及び特別生活安全部隊行方不明者相

談情報管理班等と連携した上，遺族等に安否情報の提供を行う。

編 成 の 内 容

被災地等における目視による被災実態の把握，ヘリコプターテレビシステム及び実況アナウンス

による画像・音声伝送，災害警備本部等に対する情報伝達，救出救助にあたる部隊の輸送，被災者

等の捜索救助，救援物資の輸送等の活動を行う。

編 成 の 内 容

大規模災害発生時の直後において派遣され，被災者の救出救助，行方不明者の捜索，避難所，遺

体収容場所等の警戒警備等の活動を行う。

編 成 の 内 容

広域緊急援助隊に引き続き被災地等に派遣され，被災地等における行方不明者の捜索，避難所，

遺体収容場所等の警戒警備等の活動を行う。

班 名 編 成 の 内 容

相談・防犯活動指導班 避難所等を訪問しての相談活動及び防犯指導活動を行う。

行方不明者情報管理班
行方不明者発見活動に関する規則等に基づき，行方不明者に関する情報

の収集・整理を行う。

編 成 の 内 容

被災地等において，警ら用無線自動車による警戒・警ら，現場広報等の活動を行う。
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（７） 特別機動捜査部隊

（８） 身元確認支援部隊

（９） 特別交通部隊

編 成 の 内 容

被災地等において，捜査用車両等による警戒・警ら，犯罪が多発する地域等におけるよう撃捜査

及び事件発生時における初動捜査等の活動を行う。

編 成 の 内 容

遺体の身元確認に質するため，行方不明者の家族等から行方不明者に関する情報を詳細に聴取し，

行方不明者本人に直接関係する指掌紋，DNA 型，歯牙等に係る資料の収集や，親子鑑定的手法に活

用するための血縁関係者からの資料採取等の活動を行う。

編 成 の 内 容

被災地における信号機の滅灯に伴う交通整理その他の交通警察に係る活動を行う。
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第２節 通信・広報体制（機器等）の整備

風水害等の災害は，通信機器等の損壊等による通信の途絶や輻輳等が予想される。
ふくそう

このため，被害の拡大を防ぎ，被災者の救援に全力を挙げて対応するため，県，市及び防災関係機

関は，災害に強い通信回線の整備・多重化・耐震化を図るとともに，通信が途絶している地域で，衛

生通信を活用したインターネット機器の整備，長時間の停電に対応可能な非常用発電機の整備，通信

機器等の保管設置場所の嵩上げや複数化など通信・広報体制（機器等）の整備を推進する。

また，効果的・効率的な防災対策を行うため，ＩoＴ，ＳＮＳの活用など，災害対応業務のデジタル

化を促進する必要がある。デジタル化にあたっては災害対応に必要な情報項目等の標準化やシステム

を活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備を図る必要がある。

県及び市は，各種防災関連システムの利活用の促進や操作習熟を図るため，研修や訓練の実施に努

めるものとする。

第１ 市の通信施設の整備

〔実施責任：危機管理課，総務課〕

１ 通信施設の整備対策

市は，住民に対して気象，防災に関する情報を迅速に伝達するために防災行政無線（屋外拡声

方式及び戸別受信方式）），並びに災害現場等との通信を確保するための移動無線系設備や衛星

携帯電話等を整備するなど多種多様な通信手段で，確実に情報収集・伝達ができる体制づくりに

努める。

特に，戸別受信方式は，災害発生の危険性の高い，災害危険箇所のある区域を重点に積極的に

整備を進める。

２ 通信施設の運用体制の充実・強化

災害時に迅速かつ的確な通信連絡が行われるように，日頃から通信施設の運用体制の充実・強化

に努める。

通信・広報体制（機器等）の整備 市の通信施設の整備

関係機関の通信施設の整備

防災相互通信無線の整備

非常通信体制の整備

広報体制の整備
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（１）通信機器の操作の習熟

日頃から訓練等を通して，通信機器の操作の習熟に努める。

（２）通信機器の保守体制の整備

通信機器は定期的に保守点検を行い，性能の維持及び障害の未然防止に努める。なお，通信機

器に障害が生じた場合は，すみやかに復旧処理にあたる体制を整備する。

（３）長時間対応可能な非常用電源設備の整備

大規模災害においては，停電復旧作業に時間を要することから，非常用電源設備の浸水対策等

を講じるとともに長時間対応可能な設備の整備に努める。

第２ 関係機関の通信施設の整備

〔実施責任：西日本電信電話株式会社，九州電力株式会社，九州旅客鉄道株式会社，県警察〕

１ 関係機関の通信手段の充実

各関係機関は，日常の準備体制，災害発生が予想される場合の警戒体制及び非常災害時の対応に

ついて計画を定め，通信手段の充実に努める。

（１）西日本電信電話株式会社の通信手段

ア 災害時優先電話による通信

災害時に電話が輻輳した場合，通常，一般通話の規制が行われるが，災害の復旧や救援等を
ふくそう

行うために必要な重要通信は，災害時優先電話として通話の規制が行われず，優先的に取り扱

われる。

イ 事前設置型特設公衆電話による通信確保

ＮＴＴ西日本では大規模災害発生時に迅速かつ確実な通信手段の確保を目的として特設公衆

電話の事前設置を進めている。具体的には，避難所等へ事前に通信回線を設置することにより，

災害発生時，自治体が電話機を接続することにより迅速に避難者の通信確保を図る。

（第６節 別記「孤立集落対策マニュアル」参照）

（２）警察の通信手段

ア 警察有線電話による通信

警察有線電話を利用し，通信相手機関を管轄する警察機関（県警本部，各署，幹部派出所，交

番，駐在所）を経て通信連絡する。

イ 警察無線電話による通信

警察無線電話を利用し，通信相手機関を管轄する警察機関（県警本部，各署，幹部派出所，交

番，駐在所を経て通信連絡する。

（３）ＪＲ電話による通信

ＪＲ所属の電話を利用し，通信相手機関の最も近い駅等を経て通信連絡する。

（４）九電電話による通信
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九州電力株式会社所属の電話を利用し，通信相手機関の最も近い支店・支社，配電事業所を経

て通信連絡する 2力所，営業所等を経て通信連絡する。

２ 関係機関の通信手段の活用

市，県及び関係機関は，相互に連携を密にし，災害時に関係機関の通信手段の活用が図られるよ

う努める。

第３ 防災相互通信無線の整備

〔実施責任：危機管理課，指宿南九州消防組合，関係機関等〕

１ 通信施設の整備対策

市及び防災関係機関は，防災相互通信用無線を活用し，災害発生時の災害現場等において，防災

関係機関が相互に防止対策に関する通信が行えるよう，防災相互通信用無線の整備に努める。

また，孤立化が予想され，防災相互通信用無線が配備されていない地区等へは，早急な防災相互

通信用無線の配備に努める。

（第６節 別記「孤立化集落対策マニュアル」参照）

２ 通信施設の運用の充実

市及び関係機関は，相互に連携を密にし，災害時に関係機関の通信手段の活用が図られるよう努

める。

第４ 非常通信体制の整備

〔実施責任：危機管理課，指宿南九州消防組合〕

１ 非常通信訓練の実施

災害時等における非常通信の円滑かつ効率的な運用と防災関係機関相互の協力体制を図るため，

平常時より非常通信の伝送訓練等を行い，通信方法の習熟と通信体制の整備に努める。

非常通信を利用できる時期は，各種災害時等の非常事態が発生し，又は発生の恐れがある場合

で，自己の所有する無線通信施設又は一般加入電話等が使用できないとき，又は使用が困難にな

った場合に対処するため，電波法第 52 条の規定に基づき，非常通信の活用を図ることとなってい

る。

２ 非常通信の普及啓発

防災関係機関に対し，災害時における情報連絡手段としての非常通信の有効性及び利用促進につ

いて，普及啓発に努める。
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第５ 広報体制の整備

〔実施責任：危機管理課，人事秘書課〕

大規模な災害発生時に，放送機関の協力のもとに，早期予防，避難に関する緊急情報をテレビ，ラ

ジオを通じて市民に提供するため，Ｌアラート（災害情報共有システム）を効果的に活用する。

また，インターネット（市ホームページ，市公式ＬＩＮＥ等のソーシャルメディア，ポータルサイ

ト，鹿児島県防災Ｗｅｂ）やＬアラート（災害情報共有システム），緊急速報（エリアメール等）等

の多様な媒体の活用体制の整備に努めるとともに，情報の地図化による伝達手段の高度化に努めるも

のとする。

デジタルに馴染みのない方や通信が途絶した場合の代替手段として，紙媒体での情報提供の仕組み

の構築も検討するものとする。
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第３節 気象観測体制の整備

風水害による被害を未然に防止し，あるいは軽減するため，雨量・水位等の気象観測施設の整備を

図る必要がある。

このため，観測施設を有する機関は，当該施設及び観測体制の整備を推進するとともに，これらの

施設による観測資料の活用・提供等に積極的に協力するものとする

第１ 気象観測体制の整備

〔実施責任：鹿児島地方気象台，危機管理課〕

１ 鹿児島地方気象台における気象業務体制の整備

鹿児島地方気象台は，気象庁気象業務計画に基づき，台風・豪雨，高潮・波浪災害に関する気象

業務体制の整備，充実を図る。

（１）観測施設の整備充実

県下及びその周辺域の降雨状況等を監視するため，雨量計や潮位観測施設などを適切に整備配

置し，関係行政機関，県内市町村等と協力して観測体制の充実に努める。

（２）関係資料のデータベースの構築

災害発生時等において，気象警報・注意報等を補完するための資料を防災機関へ適時・適切に

提供きるよう，過去の関係資料を収集・整理しデータベース化を図る。

（水位観測所一覧は，「指宿市水防計画書」参照）

２ 市の気象観測体制の整備

現有施設の十分な活用を行うとともに，県及び気象台等から発表される情報等を収集・整理する。

第２ 気象情報自動伝達システムの活用

〔実施責任：危機管理課〕

市は，気象警報等や気象関連情報を自動的にＦＡＸ受信するとともに，気象情報自動伝達システム

を活用し，風水害等の災害発生時等の警戒体制の確立を図る。

気象観測体制の整備 気象観測体制の整備

気象情報自動伝達システムの活用

土砂災害発生予測情報システムの活用



54

また，市は気象情報自動伝達システムにより得られた気象情報を主要施設及び住民等（特に要配慮

者施設）へ伝達するものとする。

（気象情報自動伝達システムの概要及び運用方法は，第３部第２章第１節「気象警報等の収集・

伝達」参照）

第３ 河川砂防情報システムの活用

〔実施責任：危機管理課，土木課〕

市は，気象情報自動伝達システムにより得られた気象情報を所在公官署及び住民等（特に要配慮者

施設）へ伝達するものとする。
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第４節 消防体制の整備

風水害時等において，消防活動が迅速かつ的確に実施できるよう，消防活動の組織，方法及び関係

機関との協力体制を確立しておく必要がある。このため，消防機関による消防活動体制，並びに消防

用水利，装備，資機材等の整備を促進する。さらに，地域住民や事業所による出火防止，初期消火体

制の整備を促進する。

第１ 消防活動体制の整備

〔実施責任：指宿南九州消防組合，危機管理課〕

１ 消防活動体制の整備・強化（消防職員・団員）

（１）消防組織の整備状況

市の消防組織は，常備消防（消防本部，消防署）と非常備消防（消防団）により構成されて

おり，その整備状況は以下のとおりである。

（２）消防組織の充実強化

整備された装備・資機材を十分に活用して，より高度な消防活動が行えるよう消防本部等と連

携を図り，消防職員及び消防団員について，より高度な教育・訓練を実施することにより，消防

活動体制の充実強化を図る。

また，地域における消防防災の中核として，重要な役割を果たす消防団の充実強化に向けて，

大規模災害等に備えた消防団の車両・資機材・拠点施設の充実，処遇の改善，必要な資格の取得

など実戦的な教育訓練体制の充実，処遇の改善，必要な資格の取得など実践的な教育訓練体制の

充実，青年層・女性層をはじめとした団員の入団促進等に取り組むものとし，地域住民と消防団

員の交流等を通じ消防団員がやりがいを持って活動できる環境づくりを進めるよう努めるものと

する。

（３）消防団の育成強化の必要性

ア 消防団の育成強化の必要性

消防活動体制の整備

消防体制の整備

消防用水利，装備，資機材の整備

【消防組織の整備状況】

（令和７年４月１日現在）

区分

常備消防（市内） 非常備消防

消防本部 消防署 分遣所 消防職員 消防団
分団

(うち女性消防団)

消防団員

定数 現数

人員 １４ ３９ ２４ ７７ １ ２４(１) ５６４ ５０９
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消防団は，常備消防と並んで，地域社会における消防防災の中核として，救出救助，消火等を

はじめとする防災活動において重要な役割を果たしている。しかしながら，近年の消防団は，団

員数の確保，高齢化等の問題を抱えており，その育成強化を図ることが必要となっている。

イ 消防団の育成・強化策の推進

市は，以下のとおり，消防団の育成・強化を図り，地域社会の防災体制の強化を図る。

（ア）消防団員の能力活用

消防団員の知識・技能等は，地域社会にとって有用であることから，これらを地域社会に広

め，地域住民の消防団活動に対する理解を促進し，消防団への参加，協力の環境作りを進める。

（イ）消防団への参加促進

消防団への参加者が減少の傾向にあることから，事業所に対する協力要請及び女性消防団員

の加入促進等を通じて，消防団への参加を促進する。

また，消防団員の資質向上を図るため，教育・訓練の充実を図る。

２ 地域住民の出火防止・初期消火体制の整備・強化

（１）一般家庭に対する出火防止の指導

市は，一般家庭内における出火を防止するため，自主防災組織等を通して，火気使用の適正化

や消火器具ガスのマイコンメーター，感震ブレーカー等の普及等，出火防止の指導に努める。

（２）地域住民の初期消火体制の整備

市は，地域単位で，自主防災組織の育成を図るとともに，日頃から，火災時の初期消火等につ

いて知識，技術の普及に努める。

３ 事業所の出火防止・初期消火体制の整備・強化

（１）事業所に対する出火防止の指導

市は，消防用設備等の維持点検と取り扱い方法の徹底について指導する。

（２）事業所の初期消火体制の整備

火災の発見時における応急措置要領を定めるとともに，自主防災組織（自衛消防隊等）の育成

を図る。

また，地域住民と日頃から連携を図り，火災発生時には，協力して初期消火体制が確立できる

ように努める。
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第２ 消防水利，装備，資機材の整備

［実施責任：危機管理課，指宿南九州消防組合］

１ 消防用水利の整備（耐震性貯水槽等）

（１）消防水利の整備状況

市内の消防水利の保有状況は，以下のとおり。

（２）消防水利の整備方策

耐震性貯水槽等水利の多様化を基本に，以下の方策により水利を整備する。

ア 消防施設の整備方針

国の示す消防水利の基準に適合するよう，消防施設強化促進法に基づく国庫補助等の利活用，

並びに有効的自己財源の投入等により，整備の促進を図る。

イ 畑地かんがい用貯水池及び給水栓の活用

管理者である土地改良区との協議のもと，畑地かんがい用の貯水池，給水栓を消火用水として

活用する。

２ 消防用装備・資機材の整備（装備・車両等）

（１）消防機械保有状況

消防本部及び消防団における消防機械保有状況は，以下のとおり。

（救急車，救助工作車の状況は，第２部第２章第６節「救助，救急体制の整備」参照）

（２）消防用設備・資機材の整備方策

大規模地震や津波災害など多様な災害にも対応する消防ポンプ自動車等の消防用機械・資機

材の整備促進に努めるものとする。

【消防水利状況】 （令和７年４月１日現在）

消火栓
防火水槽

(100 ㎥以上) (60～100㎥未満) (40～60㎥未満) (20～40㎥未満) (20 ㎥未満)

７８９ ０ ３ ２６３ １５７ ４４

【消防機械保有状況】 （令和７年４月 1日現在）

区 分
消防本部・

署・所現有
消防団現有 計

普通消防ポンプ車 ２４ ２４

水槽付消防ポンプ車 ３ ３

はしご車 １ １

小型動力ポンプ ２５

小型動力ポンプ積載車 １１ １１

化学消防車

消防艇

ヘリコプター

その他の消防車両 ４ ４
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３ 通信手段・運用体制の整備（消防本部・団）

（１）消防通信手段の整備状況

消防・救急活動用通信手段は，消防本部において消防無線設備，専用電話回線が整備され，緊

急時における通信手段・運用体制が整備されている。

（２）防災行政無線施設(同報系)

（３）ＩＰ無線機

（４）消防通信手段の整備方策

ア 通信手段（消防・救急無線等）の整備

消防・救急無線については，計画的に無線設備の更新整備を行うほか，固定局・移動局ともに

全国共通波（２波）の整備を促進するとともに消防司令センター間ネットワ一ク接続機能及び調

整本部接続機能を実現させることにより，大規模災害時における広域応援体制の充実強化を図り，

他の消防機関の部隊等との通信を確保する。

また，災害に強い衛星通信システムによる通信網の整備，高所カメラによる早期支援情報の収

集，部隊運用装置，消防・救急無線通信網デジタル化による消防部隊の運用機能の強化を図る。

なお，その他の消防通信体制については，以下の機器等の整備の促進に努める。

イ 通信・運用体制の整備

（ア） 各消防本部における消防緊急通信指令システムの整備，通信員の専任化を促進し，緊急

時における通報の受理及び各署所への出動命令の迅速化を図るほか，消防・緊急活動に必

要な緊急医療，消防水利，道路，気象情報等のバックアップ体制を強化する。

（イ） 被害情報及び消防力情報を迅速に収集・管理するとともに，部隊運用に最適な支援情報

を提供する体制の整備を図る。

（ウ） 住民への情報提供及び平常時から住民の防災意識・防災行動力の向上を啓発する体制の

整備を図る。

【消防通信体制の整備状況】 （令和７年４月１日現在）

設備等区分

消防本部名

消防救急業務用無線局
火災報知専用

電話回線

緊急指令装置

固定・基地局 移動局
救急指令専用 消防指令装置併用

デジタル デジタル

指宿南九州消防組合 ７ １２０ ８ － －

屋外拡声子局(同報系) １４２か所

防災ラジオ再送信固定局 ２０か所

基地局 １か所

携帯型無線機 ７２台

・ 衛星通信システム

・ 早期支援情報収集装置

・ 震災対策用通信設備等（可搬無線機，携帯無線機，全国共通波（増波）基地局等）
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第５節 避難体制の整備

風水害等の災害時には，河川出水，斜面崩壊，高潮，波浪等のため，住民の避難を要する地域が数

多く出ることが予想される。

このため，風水害時等における市長等の避難指示権者が行う避難の指示等の基準や避難対策の実施

要領を定め，関係住民の適切・安全な避難体制を推進する。なお，避難に際しては，特に，高齢者，

障害者その他の要配慮者の安全避難について留意する。

第１ 避難場所及び避難所の指定等

〔実施責任：危機管理課，教育委員会，その他施設管理者，関係機関〕

１ 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定

市は，地域的な特性や過去の教訓，想定される災害等を踏まえ，都市公園，公民館，学校等の

公共的施設等を対象に風水害のおそれのない場所に，その管理者の同意を得た上で，災害の危険

が切迫した緊急時において安全が確保される指定緊急避難場所及び被災者が避難生活を送るため

の指定避難所について，必要な数，規模の施設等をあらかじめ指定し，平時から，指定避難所の

場所，収容人数，家庭動物の受入方法等について，住民への周知徹底を図る。

特に，浸水想定区域をその区域に含む市は，洪水予報用の伝達方法及び避難場所等について住

民に周知するため，洪水ハザードマップの配布その他の必要な措置を講じる。

なお，指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることができる。

（１）指定緊急避難場所

市は，被災が想定されない安全区域内に立地する施設等又は安全区域外に立地するが災害に

対して安全な構造を有し，想定される洪水等の水位以上の高さに避難者の受入部分及び当該部

分への避難経路を有する施設であって，災害発生時に迅速に避難場所の開放を行うことが可能

な管理体制等を有するものを指定する。

なお，避難路についても，浸水や斜面崩壊等による障害のない安全なル一トを複数選定して

おく。

避難体制の整備 避難場所及び避難所の指定等

地域における避難体制の整備

各種施設における避難体制の整備

避難所の収容，運営体制の整備



60

（２）指定避難所

市は，被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し，速やかに被災者等を受け入

れること等が可能な構造又は設備を有する施設であって，想定される災害による影響が比較的

少なく，災害救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるものを指定する。

また，指定避難所内の一般スペースでは生活することが困難な障害者，医療的ケアを必要とす

る者等の要配慮者のため，必要に応じて福祉避難所を指定するよう努める。特に医療的ケアを必

要とするものに対しては，人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をする

よう努めるものとする。さらに福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設に

あっては，要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられており，また，災害が発生し

た場合において要配慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され，主として要配慮

者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確保されているものを指定する。特に，要配慮者

に対して円滑な情報伝達ができるよう，多様な情報伝達手段の確保に努める。

市は福祉避難所について受け入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう，

必要に応じてあらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に受入れ対象者を特定して

公示するものとする。更に前述の公示を活用しつつ，福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を

事前に調整のうえ個別避難計画等を作成し，要配慮者が避難が必要になった際に福祉避難所へ

直接避難することができるよう努めるものとする。

なお，市は，学校を避難所として指定する場合には，学校が教育活動の場であることに配慮

するとともに，避難所としての機能は応急的なものであることを認識の上，避難者の範囲と規模，

運営方法，管理者への連絡体制，施設の利用方法等について，事前に学校・教育委員会等（県

立学校については県教育委員会）の関係部局や地域住民等の関係者と調整を図る。

市は，マニュアルの作成，訓練等を通じて，避難所の運営管理のために必要な知識等の普及

に努めるものとする。この際，市民等への普及にあたっては，市民等が主体的に避難所を運営

できるように配慮するよう努めるものとする。

２ 指定避難所の整備

市は，指定避難所となる施設については，必要に応じ，良好な生活環境を確保するために，あ

らかじめ，避難所内の空間配置，レイアウト図などの施設の利用計画を作成するように努めると

ともに，必要な機能を整理し，備蓄場所の確保，通信設備の整備等を進めるものとする。また，

必要に応じ，指定避難場所の電力容量の拡大に努めるものとする。

市は，感染対策のため，平常時から，避難所のレイアウトや動線を確認しておくとともに，感

染症患者が発生した場合の対応を含め，防災担当部局と健康福祉担当部局が連携して，必要な措

置を講じるよう努める。必要な場合にはホテルや旅館等の活用等を含めて，可能な限り多くの避

難所の開設に努める。

指定避難所において救護施設，貯水槽，井戸，給水タンク，仮設トイレ，マット，簡易ベッド，

非常用電源，ガス設備，衛星携帯電話・衛星通信を活用したインターネット機器等の通信機器等

のほか，空調，洋式トイレなど要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに，被災

者による災害情報の入手に資するテレビ・ラジオ等の機器の整備を図る。
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また，停電時においても施設・設備の機能が確保されるよう，長時間対応可能な電源を確保す

るため，再生可能エネルギーの活用も含めた非常用発電機の整備に努める。

特に，学校施設等においては，電気，水道等のライフラインの寸断や大規模災害による避難所

設置期間の長期化に備えて，備蓄倉庫，情報通信設備，貯水槽・井戸，自家発電設備等の防災機

能の向上を図る整備についても考慮しておく。

３ 避難所における備蓄等の推進

市は，指定避難所又はその近傍に地域完結型の備蓄施設を確保し，快適なトイレ環境確保のた

めの携帯トイレ，簡易トイレ，食料，飲料水，適温の食事のための炊き出し用具やキッチン資機

材，安眠確保のための簡易ベッド，毛布，プライバシー確保のためのパーティション，衛生促進

のための入浴設備，洗濯設備，乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク，乳児・小児用おむつ，大

人用おむつ，トイレットペーパー，生理用品のほか，マスクや消毒液等の感染症対策に必要な物

資等の避難生活に必要な物資を備蓄するものとし，これらの物資の備蓄状況については，年に１

回，広く住民に公表するものとする。この際，避難生活に必要な物資の備蓄については，想定し

得る最大規模の災害における想定避難者数と，それに対して必要となる備蓄量（最低３日間，推

奨１週間）を推計し，推計した必要備蓄量の確保を目指すよう努めるものとする。また，備蓄品

の調達にあたっては，要配慮者，女性，子供にも配慮する。

第２ 地域における避難体制の整備

〔実施責任：危機管理課，長寿支援課，地域福祉課，健康増進課，教育委員会，県警察〕

１ 避難の指示・誘導体制の整備

（１）基本方針

ア 市長は，災害に際し必要があると認めるときは，必要と認める地域の居住者に対し，高齢者等

避難（避難に時間を要する高齢者等の避難を促すことをいう。以下同じ。），避難指示（危険な

場所にいる居住者等に対して立退き避難を指示することをいう。以下同じ）及び緊急安全確保

（災害発生・切迫の状況で，危険な場所にいる居住者に対して緊急安全確保を指示することをい

う。以下同じ）を発令し，居住者等に避難行動を促すものとする。（以下，一般災害対策編にお

いて，「高齢者等避難」，「避難指示」，「緊急安全確保」を「避難指示等」と総称する。）

イ 市長が行う避難指示等は，「避難情報に関するガイドライン」を踏まえて行う。

（避難の指示，警戒区域の設定の実施基準，自主避難の方法等の計画は，第３部第２章第６節

「避難の指示，誘導」を参照）

ウ 市長以外の避難指示権者は，関係法令に基づき，それぞれの状況に応じ，避難の指示を行う。

エ 市長は本計画を基礎に，関係機関の協力を得て，管内の地域に応じた具体的な避難計画の

作成に努める。
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なお，浸水想定区域内の要配慮者関連施設のうち，利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を

確保する必要があると認められるものは，名称及び所在地を市地域防災計画に定める。

また，避難指示権者は，避難指示等の実施について，法令等が定めるもののほか，鹿児島県

地域防災計画及び市地域防災計画により行う。

（２）避難指示等の基準の策定

市長は，災害の種類，地域，その他により異なるが，躊躇なく避難指示等を発令できるよう，

関係機関の協力を得て各危険地域に応じた具体的な避難指示等の基準を定めるとともに，平常時

から災害時における優先すべき業務を絞り込み，当該業務を遂行するための役割を分担するため

の役割を分担するなど，全庁をあげた体制の構築に努めるものとする。

（３）避難指示等の実施要綱

ア 市長による避難の指示は迅速にしかも関係者に徹底するような方法で実施できるよう，あらか

じめ市地域防災計画等において実施要領を定めておく。

イ 市長以外の避難指示権者が避難の指示を行ったときは，各法律に基づき，市長及び関係機関に

報告又は通知するほか，関係市町村にも通知しなければならない。

ウ 市長は，自ら避難の指示を行ったとき，又は各種避難指示権者より避難の指示を行った旨の通

知を受けたときは，知事（災害対策課長及び地域連絡協議会長）に報告しなければならない。

（４）避難者の誘導体制の整備

避難者の誘導を，安全かつ迅速に行うことができるよう，次のように誘導体制を整備しておく。

ア 避難誘導を必要とする場合は，消防団や自主防災組織等のもとで，組織的に避難誘導をでき

るようにしておく。特に，避難行動要支援者の安全な避難を最優先する。

イ 災害の種類，危険地域ごとに避難場所への避難経路をあらかじめ指定しておき，一般への周

知徹底を図る。その際，周辺の状況を検討し，風水害の場合は，浸水，建物の流失，斜面崩壊

等の恐れのある危険箇所を避けるようにする。

ウ 市は指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は，日本工業規格に基づく災害種

別一般図記号を使用して，どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努める

ものとする。

エ 状況に応じて誘導員を配置したり，車両による移送などの方法を講じておく。

オ 市は，洪水等に対する住民の警戒避難体制として，洪水予報河川等及び水位周知下水道につ

いては，水位情報，堤防等の施設に係る情報，台風情報，洪水警報等により具体的な避難指示

等の発令基準を設定するものとする。それら以外の河川等についても，氾濫により居住者や地

下空間，施設等の利用者に命の危険を及ぼすと判断したものについては，同様に具体的な避難

指示等の発令基準を策定することとする。また，避難指示等の発令対象区域については，細分

化しすぎるとかえって居住者等にとってわかりにくい場合が多いことから，立退き避難が必要

な区域を示して指示したり，屋内での安全確保措置の区域を示して指示したりするのではなく，

命を脅かす洪水等のおそれのある範囲をまとめて発令できるよう，発令範囲をあらかじめ具体
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的に設定するとともに，必要に応じて見直すよう努めるものとする。国（国土交通省）及び県

は，これらの基準及び範囲の設定および見直しについて，必要な助言等を行うものとする。

２ 自主避難体制の整備

（１）市は，土砂崩れ等の前兆現象が出現した場合等における住民の自主避難について，広報誌をは

じめあらゆる機会を通じて住民に対する指導に努めるものとする。

（２）自治会及び自主防災組織等は，安否確認を兼ねた地域ぐるみの避難体制の整備に努める。

（３）住民は，豪雨等により，災害の発生する危険性を感じたり，土砂崩れ等の前兆現象を発見し，

自ら危険だと判断した場合等においては，隣近所声を掛け合って自主的に避難するよう心掛ける

ものとする。

（４）指定緊急避難場所及び指定避難所とは別に自治会及び自主防災組織等が公民館，集会所等の身

近な施設を自主的に開設・運営する避難所等として市町村に登録を行い市町村が災害時に避難状

況の把握や支援を目的とした，いわゆる「届出避難所」の運用を始めている自治体もある。

「届出避難所」は，市町村の発令する避難情報の有無に関わらず，自治会及び自主防災組織等

が自らの判断で開設することから，迅速な対応が可能であること，また，身近な施設を利用する

ため移動の利便性や安全性が高いことなども期待されるため，市は指定避難所以外に避難所活用

が見込まれる施設・場所の洗い出し・リスト化と併せて，「届出避難所」登録について必要な検

討を行う。

３ 避難指示等の伝達方法の周知

（１）避難指示等の伝達系統・伝達体制の整備

避難指示等の伝達は，本章第２節の「通信・広報体制（機器等）の整備」に示す広報体制に準

じ，住民への周知が最も迅速で確実な効果的方法により実施できるよう，以下のように，あらか

じめ，伝達系統や伝達体制を整備しておく。

なお，情報伝達にあたっては，複数の伝達手段・伝達責任者を確保しておくものとする。

ア 同報無線等無線施設を利用して伝達する。

イ 自主防災組織等を通じ，関係者が直接，口頭及び拡声器により伝達する。

ウ サイレン及び鐘をもって伝達する。

エ 広報車による呼びかけにより伝達する。

オ Ｌアラート（災害時情報共有システム），テレビ・ラジオ，インターネット（市ホームページ，

市公式ＬＩＮＥ等のソーシャルメディア，鹿児島県防災Ｗｅｂ，携帯電話（緊急速報メ一ルを含

む。），地上デジタル放送，電話等の利用により伝達する。

（２）伝達方法等の周知

市長は，市の避難計画において，危険区域ごとに避難指示等の伝達組織及び伝達方法を定め，

かねてから危険地域の住民に周知徹底を図る。

（３）浸水想定区域における洪水予報等の伝達
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浸水想定区域内の要配慮者関連施設については，利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保

が図られるように洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。

（４）伝達方法の工夫

市長は，例文の事前作成，放送前のサイレンの吹鳴，緊急放送モ一ドの使用など，住民に迅

速・確実に伝達し，避難行動に結びつくよう工夫に努めるものとする。

４ 要配慮者の避難体制の強化

避難行動要支援者の避難については，以下の点に留意し，「避難行動要支援者の避難行動支援

に関する取組指針」（内閣府）や「避難行動要支援者の避難支援モデルプラン」（鹿児島県）を参

考にして，市は「避難支援プラン」を作成し，地域の実情に応じた避難行動要支援者の避難支援体

制の整備に取り組む。

（１）避難指示等の伝達体制の確立

市長は，日頃から要配慮者，特に，避難にあたって他人の介添えが必要な避難行動要支援者

の把握に努めるとともに，避難行動要支援者名簿を作成し，避難指示等が確実に伝達できる手

段・方法を事前に定めておく。

なお，浸水想定区域内の地下街等及び要配慮者利用施設のうち，利用者の洪水時の円滑かつ

迅速な避難を確保する必要があると認められるものについては，市地域防災計画に，その名称

及び所在地並びに利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるような洪水予報等の

伝達方法を定めることが義務付けられている。（水防法第 15 条）

（２）地域ぐるみの避難誘導体制の整備

市長は，避難行動要支援者が避難するにあたっては，他人の介添えが必要であることから，避

難誘導員をはじめ，自主防災組織等地域ぐるみの避難誘導等の方法を，事前に具体的に定めてお

くものとする。

また，市は，安全が確認された後に，避難行動要支援者を円滑に避難場所から指定避難所等へ

移送するため，運送事業者等の協力を得ながら，移送先及び移送方法等についてあらかじめ定め

るよう努めるものとする。

（３）要配慮者の特性に合わせた避難場所等の指定・整備

避難場所等の指定や避難経路の設定にあたっては，地域の要配慮者の実態に合わせ，利便性や

安全性を十分配慮したものとする。

また，避難行動要支援者を速やかに避難誘導し，安否確認を行うため，地域住民，自主防災組

織，民生委員・児童委員，介護保険事業者，障害福祉サ一ビス事業者，ＮＰＯ法人やボランティ

ア等の多様な主体の協力を得ながら，平常時から，避難行動要支援者に関する情報の把握及び関

係者との共有に努めるとともに，情報伝達体制の整備，避難行動要支援者名簿及び個別避難計画

の作成，避難誘導体制の整備，避難訓練の実施を図る。

なお，避難所においては，高齢者や身体障害者などの介護等に必要な設備や備品等についても

十分配慮するとともに，避難生活が長期化することが予想される場合には，これらの者が一般の
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避難所とは別に，マンパワ一など介護に必要な機能を備えた避難所で避難生活ができるよう配慮

するものとする。

５ 自宅料療養者等の避難誘導

県及び保健所等は，新型インフルエンザ等感染症等発生時における自宅療養者等の被災に備え，

市がハザードマップ等に基づき，自宅療養者等が危険エリアに居住しているか確認できるよう必

要に応じて把握している自宅療養者等の情報を提供する。

また，市は把握した情報に基づき，自宅療養者等に対し，避難の確保に向けた情報を提供する

よう努める。

県は，これらのことが円滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症発生前から関係機関との

調整に努めるものとする。

６ 在宅避難者等の避難体制の強化

（１）県及び市は，指定避難所だけでなく，協定・届出避難所として位置づけられた避難所について

も，あらかじめ，収容可能人数など指定避難所と同等の情報を把握するとともに，在宅避難者等

が発生する場合や，避難所のみで避難者等を受入れることが困難となる場合に備えて，あらかじ

め，地域の実情に応じ，在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を

設置すること等，在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。

（２）県及び市は，やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生する場合に備えて，あらか

じめ，地域の実情に応じ，車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等，車中泊避難者の

支援方策を検討するよう努めるものとする。その際，車中泊を行うにあたっての健康上の留意点

等の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものとする。

第３ 広域避難体制の整備

県及び市は，大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう，他の地方公共団体との応援協

定の締結や広域避難における居住者等の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結な

ど災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるように努める。

第４ 各種施設における避難体制の整備

〔実施責任：危機管理課，長寿支援課，地域福祉課，健康増進課，教育委員会，県警察，施設管理

者，関係機関等〕

１ 病院，社会福祉施設等の避難体制の整備

（１）病院，社会福祉施設等の避難体制の整備

社会福祉施設の入所者や病院等の患者等には，「避難行動要支援者」が多く，自力で避難す

ることが困難であり，また避難先にも介護品等が必要であるなど，災害時にも特別の配慮を要す

ることから，施設の防災力の強化や入所・入院患者の避難対策等について定めておく。
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なお，下記「土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設」の管理者等については，施設の利用者

の洪水時又は土砂災害が発生するおそれがある場合の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必

要な措置に関する計画の作成及び訓練の実施を義務付ける。（水防法第 15 条の３，土砂災害防

止法第８条の２）

ア 避難体制の整備

要配慮者利用施設の管理者は，災害が発生した場合，迅速かつ的確に避難指示等や避難誘導等

の対策を実施できるよう，あらかじめ施設所在地における浸水するおそれのある河川の情報，土

砂災害に関する情報や避難情報を収集・伝達する避難体制を整備し，施設職員の任務分担や緊急

連絡体制等を確立しておく。特に，夜間においては，職員の動員や照明の確保が困難であること

から，消防機関等への通報連絡や，日没前での職員の事前動員など，入所者等の避難誘導体制に

十分配慮した避難体制を確立しておく。

また，要配慮者利用施設の管理者は，日頃から，市や他の類似施設，近隣住民や地域の自主防

災組織等と連携を図りながら，災害時の避難誘導にあたっての協力体制づくりに努める。

イ 緊急連絡体制等の整備

要配慮者利用施設の管理者は，災害に備え，消防機関等への早期通報が可能な非常通報装を設

置する等，緊急時における避難指示（緊急）や誘導にあたっての情報伝達の手段，方法を確立す

るとともに，災害時における施設相互間等の緊急連絡体制の整備・強化に努める。

ウ 防災教育・避難訓練の充実

要配慮者利用施設の管理者は，施設等の職員や入所者等が，災害時において適切な避難行動が

とれるよう，定期的に防災教育を実施するとともに，施設の立地条件や施設の構造，入所者や患

者の実態などに応じた避難訓練を定期的に実施するよう努める。

２ 駅，百貨店等不特定多数の者が出入りする施設の避難体制の整備

（１）防災設備等の整備

施設管理者は，施設の利用者が不特定かつ多数に及ぶことから，施設そのものの安全性を高め

るよう努める。

【土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設】 （令和８年２月 1日現在）

施設名 所在地

光明禅寺保育園 指宿市十町 2768-1

魚見小学校 指宿市東方 11017

湯之里園，湯之里園デイサービスセンター，湯之里園診療所 指宿市東方 828-ロ

有料老人ホームゆとり 指宿市東方 1778

指宿商業高等学校 指宿市岩本 2747

幸南クリニック 西方 6733

南指宿中学校 十二町 420

障がい者グループホームきぼう 東方 1775-１

山川がんばろう館 山川福元 6541-2

肥後胃腸科クリニック 山川大山 2948

赤崎病院 開聞仙田 2307
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また，電気，水道等の供給停止に備え，当該施設で予想される災害の種類に応じた防災資機材

や非常用自家発電機等の整備・備蓄に努める。

（２）組織体制の整備

施設管理者は，災害の予防や災害が発生した場合に迅速かつ的確な対応ができるよう，あらか

じめ防災組織を整え，施設職員の任務の分担，動員計画，緊急連絡体制等を確立しておく。

特に，夜間においては，職員の動員や照明の確保が困難であることから，消防機関等への通報

連絡や利用者等の避難誘導体制に十分配慮した組織体制を確立しておく。

また，施設管理者は，日頃から，市や他の類似施設，近隣住民や地域の自主防災組織等と連携

を図りながら，災害時の協力体制作りに努める。

（３）緊急連絡体制等の整備

施設管理者は，災害に備え，消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を設置する等，緊

急時における情報伝達の手段，方法を確立するとともに，災害時における施設相互間等の緊急連

絡が行える体制の整備に努める。

（４）防災教育・防災訓練の充実

施設管理者は，災害時において施設の職員等が適切な行動がとれるよう，定期的に防災教育を

実施するとともに施設の立地条件や施設の構造，利用者の実態等に応じた防災訓練を定期的に実

施するよう努める。

３ 学校における児童生徒の避難体制の整備

教育長は，管内の学校における児童生徒の避難体制を，県立高等学校及び特別支援学校の校長は，

自校における児童生徒の避難体制を，以下の方法により整備する。

（１）集団避難計画の作成

ア 教育長は，管内学校の児童生徒の集団避難計画を作成するとともに，各校長に対し，学校の実

情に応じた具体的な避難計画を作成させる。県立高等学校及び特別支援学校の校長は，児童生徒

の集団避難計画に準じ，実情に応じた具体的な避難計画を作成する。

イ 避難計画は，児童生徒の心身の発達過程を考慮し，何よりも，生命の安全，健康の保持に重点

をおいて作成する。

ウ 災害種別，状況等を想定し，集団避難の順序，経路等をあらかじめ定めておく。

（２）避難指示等の実施要領の明確化及びその徹底

（３）避難誘導体制の強化

ア 避難指示等を実施した場合の各関係者への通報・連絡は，迅速かつ確実に行われるように，あ

らかじめ連絡網を整備しておく。

イ 校長は，避難誘導が安全かつ迅速に行われるように努める。

ウ 危険な校舎，高層建築等の校舎においては，特にあらかじめ非常口等を確認するとともに，緊

急時の使用ができるように整備しておく。

エ 災害が学校内又は学校付近で発生した場合，校長は速やかに関係機関に通報する。

オ 児童生徒を帰宅させる場合の基準を定め，周知しておく。
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カ 児童生徒が自宅等にいる場合における臨時休校の通告方法の基準，連絡網を児童生徒及び保護

者に周知徹底しておく。

キ 校長は，災害種別に応じた避難訓練を，日頃から実施しておく。

ク 校長は，学校行事等による校外での活動時の対応について，事前踏査により避難場所等につい

て確認しておく。

ケ 校長は，部活動等において，活動場所が学校施設外となる場合等は，避難場所，安否確認方法

等について確認しておく。

（４）避難場所の指定・確保

教育長は，地域防災計画その他を考慮し，災害種別，程度に応じた各学校ごとの避難場所を定

めておく。

第５ 避難所の収容・運営体制の整備

〔実施責任：健幸・協働のまちづくり課，長寿支援課，地域福祉課，危機管理課，その他施設管理

者，県警察〕

１ 避難所の開設・収容体制の整備

（１）避難所の開設・収容

避難所の開設及び収容は，災害救助法が適用された場合においては，知事又は知事から委任の

通知を受けた市長が行う。市長は救助に着手したときは，避難所開設の日時及び場所，箇所数及

び各避難所の収容人員，開設期間の見込み等について，直ちに知事に報告するものとする。

災害救助法が適用されない場合における避難所の開設及び収容は，市長が実施する。また，避

難所を開設したときは，住民等に対し，周知・徹底するものとし，避難所に収容すべき者を誘導

し，保護しなければならない。

（２）福祉避難所等の確保

市は，高齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦等の要配慮者のニ一ズを把握し，必要な対応

を行うとともに，必要に応じて，社会福祉施設等や公的宿泊施設等の協力も得つつ，福祉避難所

を設置するなどの措置を講ずるよう努める。

なお，必要があれば，あらかじめ指定された施設以外の施設についても，安全性に配慮しつつ，

管理所有者の同意を得て避難所として開設するとともに，高齢者，障害者，乳幼児，妊産婦等の

要配慮者に配慮して，被災地域以外の地域にあるものも含め，民間賃貸住宅，旅館・ホテル等を

避難所として借り上げるなど，多様な避難所の確保に努める。

（３）適切な避難所収容体制の構築

県，市は特定の指定避難所に避難者が集中することを防ぐため，県防災 Web や市独自のアプリケ

ーションなど多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する体制の構築に努める。

市は指定緊急避難場所や避難所に避難したホームレスについて，住民票の有無等に関わらず適切

に受け入れられるよう，地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら，あらかじめ受け

入れる方策について定めるよう努めるものとする。
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２ 避難所の運営体制の整備

（１）市は，避難所ごとに，避難所の運営にあたる管理責任者をあらかじめ定めておくとともに，

本来の施設管理者との連携のもとで，運営における女性の参画を推進し，住民の自主防災組織

やボランティア組織と協力して，避難所に避難した被災者の実態やニ一ズの迅速な把握及び避

難所の効率的な管理運営がなされるよう，「避難所管理運営マニュアルモデル」（平成 29 年 9

月改正鹿児島県）及び「同モデルの新型コロナウイルス感染症対策指針」(令和３年８月改正)

を参考に避難所管理運営マニュアルを作成し，避難所の管理運営体制の整備に努める。

（２）市は，マニュアルの作成，訓練等を通じて，避難所の運営管理のために必要な知識等の普及

に努めるものとする。この際，住民等への普及にあたっては，住民等が主体的に避難所を運営

できるように配慮するよう努める。

（３）市は，指定管理施設が指定避難所となっている場合には，指定管理者との間で事前に避難所

運営に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。

また，市及び各避難所の運営者は，避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために，専

門家，ＮＰＯ，ボランティア等との定期的な情報交換に努める。

なお，新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ，災害対応にあたる職員等の感染症対策の

徹底や避難所における避難所の過密抑制などウイルス感染症を含む感染症対策の観点を取り入

れた防災対策に努める。

３ 避難所の生活環境改善システムの整備

県及び市は，避難所や被災者の情報等を一元的に把握できる仕組みの整備に努めるとともに，

関係機関の協力のもと，避難所への食料や生活用品の迅速な供給システムの整備，及びプライバ

シ一確保，トイレ，入浴の確保等生活環境改善対策，並びに迅速な情報提供手段・システムの整

備に努める。

４ 避難所巡回パトロール体制の整備

市は，被災者の避難所生活が長期化する場合に備えて，被災者のニ一ズ把握や防犯対策のため，

警察と連携した避難所巡回パトロ一ル体制の整備に努める。
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第６節 救助・救急体制の整備

風水害等では，土砂崩れ，洪水，冠水等による被害の可能性が危倶され，多数の救助，救急事象が

発生すると予想される。

このため，災害発生に際して，救助・救急を行うのに必要な体制や防災資機材等の整備を計画的に

推進する。

第１ 救助・応急体制の整備

〔実施責任：危機管理課，健康増進課，土木課，指宿南九州消防組合，県警察，第十管区海上保安

部，自衛隊〕

１ 関係機関等による救助・救急体制の整備

風水害等では，土砂崩れ等による生き埋め等の発生が予想されるため，関係機関等は，生き埋め

等からの救助・救急体制の整備に努める。

（１）市（常備消防を含む）の救助・救急体制の整備

ア 常備消防を主体とし，救出対象者の状況に応じた救出班の整備に努める。

イ 市は，市内で予想される災害，特に土砂崩れ等による生き埋め等に対応する救出作業に備え，

普段から必要な資機材の所在，確保方法や関係機関への協力要請等について，十分に検討して

おく。

ウ 救急救護活動を効果的に実施するため，県及び消防本部と連携し，救急救命士等救急隊員を

養成するとともに，消防団員の教育訓練を充実させる。

エ 傷病者の速やかな搬送を行うため，広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）等の整備を

図り，医療情報収集体制を強化する。

オ 多数の傷病者が発生した場合に備え，民間の搬送業者等と連携し，傷病者の搬送保護体制の

確立を図る。

カ 土砂崩れ等による生き埋めから等の救出・救助事象に対応するとともに，救出・救助に必要

な重機を確保するため，建設業協会等関係団体と協力協定を締結するなど連携を図る。

（２）関係機関の救出・救助体制の整備

警察，自衛隊，海上保安部及び関係機関等と，日頃から，相互情報連絡体制等について十分に

検討しておく。

救助・救急体制の整備

救助・救急体制の整備

救助・救急用装備・資機材の整備
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（３）消防団の救出・救助体制の整備

日頃から，地域の要配慮者等の把握を行うとともに，救出・救助の訓練や救出・救助用資機材

の整備・点検に努める。

２ 孤立化集落対策

市は，中山間地域，沿岸地域等の地域おいては，豪雨や地震等による道路交通及び海上交通の途

絶により孤立化するおそれのある集落等については，別記「孤立化集落対策マニュアル」に基づき，

事前に当該集落との情報伝達手段の確保，救出・救助活動にあたる防災関係機関等との相互情報連

絡体制，孤立化した集落からの地域住民等の救出方法等について，十分に検討しておく。

また，次の事項についても考慮し，十分に検討する。

（１）相互連絡が可能で確実な通信手段の確保

衛星携帯電話など，相互連絡が可能な手段の整備に努める。

（２）通信機器の住民向け研修の充実

集落等に整備された衛星携帯電話や防災行政無線（デジタル）などは，集落全員が使用できる

ような研修の実施やわかりやすいマニュアル整備に努める。

（３）救急患者などの緊急搬送手段の確保

ヘリコプター等が離着陸可能なスペース（防災対応離着陸場）の確保や，地元漁業協同組合等

との人員・物資等の搬送に関する災害時の応援協定の締結を検討するなど，緊急搬送手段の確保

に努める。

（４）食料・飲料水，非常用発電機等の備蓄の整備

孤立化した集落においては，電気・水道・ガス等のライフラインが途絶し，地域住民の生活の

維持に支障をきたす可能性がある。

このため，当該地域においては，各家庭での食料・飲料水等の防災用品の準備や，避難所にお

ける備蓄物資の整備に努める。

また，停電により夜間の照明，携帯電話などの通信機器の電源を確保する必要があることから，

非常用発電機の備蓄に努める。
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別 記

孤立化集落対策マニュアル

１ 目的

豪雨や地震等による道路交通及び海上交通の途絶により孤立化するおそれのある集落について

は，通信手段の確保，情報連絡員の配置など情報収集体制の整備を図るとともに，万が一，孤立

化した場合には，防災関係機関の連携により，被災状況の早期把握や，地域住民の救出・救助等

の災害応急対策を迅速に実施できる体制を確立する必要がある。

このため，県において，孤立化の未然防止と災害応急対策の迅速な実施のための「マニュアル」

を策定し，当該「マニュアル」に基づき，県及び市，防災関係機関等が一体となった取組みを促

進することにより，地域住民の安全確保を図る。

（孤立化の定義）

中山間地域，沿岸地域，島しょ部などの地区及び集落において，以下の要因等により，道路交

通及び海上交通による外部からのアクセスが途絶し，人の移動や物資の流通が困難若しくは不可

能となる状態とする。

・豪雨や地震等に伴う土砂災害，道路への堆積土砂及び道路構造物の損傷など

・地震に伴う液状化による道路構造物の損傷など

・津波による道路構造物の損傷，流出物の堆積など

・地震または津波による船舶施設の被災

※道路交通については，四輪自動車が通行不可能となる状況

２ 孤立化集落対策

１ 孤立化するおそれのある集落の把握

（１）市

豪雨や地震等の各災害事象を想定したうえで，道路交通及び海上交通の状況から孤立化が予想

される集落について，事前の把握に努める。道路状況や通信手段の確保の状況から孤立化が予想

される集落について，事前の把握に努める。

また，孤立化するおそれのある集落との通信手段について，事前の整備・確保に努める。

なお，把握にあたっては，次の例を参考にするとともに，警察，消防，自衛隊，県地域振興

局・支所（建設部，農林水産部等）等の防災関係機関からの意見も参考とする。

〔孤立化のおそれのある集落（例）〕

〇道路交通の状況

・集落につながる道路等において迂回路がない。

・集落につながる道路等において落石や崩土等の発生が予想される道路災害の危険箇所（交通途

絶予想個所など）が存在し，交通途絶の可能性が高い。

・集落につながる道路等において，橋梁等の道路構造物の耐震化がなされておらず，交通途絶の

可能性が高い。

・土石流やがけ崩れなど土砂災害の発生が予想され，道路の交通途絶の可能性が高い。
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２ 孤立化の未然・事前防止対策

孤立化を未然に防止するため，市，県及び防災関係機関等は連携しながら，次のような対策に取

り組む。

また，孤立化の未然防止対策に必要な施策を推進するため，防災関係機関による連絡体制を整備

し，平常時からの情報共有や訓練に努める。

（１）市

・ 孤立化するおそれのある集落においては，集落の代表者（自治会長等，消防団員等）を「災害

情報連絡員（仮称）」として任命するなど，災害発生時における防災情報の提供体制を整備する。

また，自主防災組織を育成・強化し，集落内の防災力の向上に努める。

・ 集落が孤立した場合，市など公共機関による救出・救助活動が始まるまでの間，集落内の地域

住民が主体となって避難生活を過ごす可能性もある。

このため，集落における自主防災組織等において，平常時から，緊急連絡体制の整備，避難所

運営訓練や防災訓練の実施，食料や飲料水，非常用電源などの備蓄の整備などが図られるよう，

集落内の防災力の充実・強化に取り組む。

・ 集落内に学校や警察，消防等の公共的機関，通信事業者，電気事業者等の防災関係機関がある

場合は，それらの機関が所有する通信の状況について事前に確認するとともに，災害時における

活用についても事前に調整する。

・ アマチュア無線を災害時の連絡手段として有効に活用できるよう，日頃から関係者との連携を

図る。

・ 市が整備している防災行政無線移動局（携帯型）については，孤立化するおそれのある集落の

災害情報連絡員（仮称）に配備しておくなど通信手段の多様化を図る。

・道路交通の途絶を想定し，平常時から地元漁業協同組合等との人員や物資等の搬送に関する災害

時の応援協定の締結を検討するなど，海上交通による緊急輸送手段の確保に努める。

・ 孤立化するおそれのある集落において，救出・救助活動や食料や医薬品などの支援物資の搬入

を行うため，ヘリコプターなど航空機の臨時の離着陸場（「防災対応離着陸場」という）を選

定・確保（校庭，空き地，休耕田等の平地）し，平常時から消防や警察等とその場所や運用方法

等について情報共有を図る。

※道路については，四輪自動車が通行可能な道路とする。

〇海上交通の状況

・地震または津波による被災状況によっては，船舶の停泊施設が使用不可能となる可能性が高

い。

（参考）孤立化するおそれのある集落との通信手段への影響について

・道路への崩土や倒木などの被災による架線の切断等によって，電話回線による通信手段が途絶

する可能性が高い集落であるか否か。

・固定電話及び携帯電話以外の多様な通信手段が確保されていない集落であるか否か。

（孤立化のおそれのある集落）鰻，畠久保，新永吉，尾下

※平成 26 年 10 月「中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況フォロ

ーアップ調査」
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（２）道路管理者（市・県等）

・ 崩土や落石等の危険性がある箇所の法面対策や橋梁の耐震対策などについて，孤立化するおそ

れのある集落へのアクセスの確保に配慮の上，計画的に取り組む。

そのため，市，県等は定期的に道路整備状況等について情報交換を行う。

・ 発災後の道路の障害物除去（路面変状の補修等を含む）による道路啓開や応急復旧等を迅速に

行うため，建設業団体やインフラ事業者等との連絡体制の整備を図る。

（３）通信事業者

・ 孤立化するおそれのある集落において，市からの要請を踏まえ，固定電話を災害優先電話とし

て登録するとともに，避難所等への事前設置型特設公衆電話の設置及び衛星携帯電話の配置など

について配慮する。

３ 孤立化した場合の対応

（１）市

・ 孤立化した集落が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場合，防災関係機関と連携を

図り，地域住民の健康状態や集落内の電気・水道・ガス等のライフラインの被害状況などの調査

を行い，緊急的な救出・救助が必要な状況であるか把握に努める。

・ 孤立化した集落が発生又は発生した可能性が高いことが判明した場合は，県に対して孤立化や

被災に関する情報を速やかに提供する。

・ 道路等の被災状況により，孤立化の状況が長期に及ぶおそれがある場合，集落内での避難所の

開設や集落内で当面生活していくための飲料水・食料，非常用発電機等の日常生活に必要な物資

を確保する。

・ 孤立化した集落内のライフラインなどの生活環境が確保できない場合には，地域住民の要望等

も踏まえ，集落外の避難所の確保を図り，防災関係機関と連携の上，地域住民を避難させる。

・ その他必要な対策について，防災関係機関等と連携を図りながら，迅速に実施する。

（２）県

・ 市からの孤立化している集落の発生情報の提供を受けて，消防や警察，自衛隊，国等と連携を

図りながら，ヘリコプター等を活用した上空からの被害状況調査や県職員の市役所への派遣（リ

エゾン）等による孤立化した集落内の状況把握（支援物資の要請や救急患者の搬送の有無など）

を実施し，必要に応じて，救急患者の搬送等や各般の応急措置を実施する。

・ 孤立化の要因となっている道路等の被災状況や地域住民の健康状態等に応じて，自衛隊への災

害派遣要請やその他防災関係機関への協力要請，県市町村間の災害時応援協定に基づく近隣市町

村への応援要請を行う。

・ 放送協定に基づく放送事業者への緊急情報伝達要請のほか，アマチュア無線連盟に対する緊急

情報の収集・伝達要請を行う。

（３）道路管理者（県・市）

・ 道路管理者（県・市）は，国や建設業団体等と連携し，早期の道路啓開等の作業を実施すると

ともに，通行規制情報を適宜，提供する。
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・ 道路管理者（県・市）は，道路の被災状況や地域の実情等により，道路管理者での道路啓開の

実施が困難であると判断した場合は，国等の関係機関に道路啓開の支援等を要請する。

（４）港湾・漁港管理者（県・市）

・ 港湾・漁港管理者（県・市）は，国や建設業団体等と連携し，船舶の停泊施設への接岸等の可

否状況について早期に把握するとともに，停泊施設の応急復旧の実施に努める。

（５）通信事業者

・ 通信事業者は，被災による架線の切断や携帯電話基地局の被害により，通信が確保できない場

合，様々な手段で応急復旧作業を速やかに実施する。

・ 通信事業者は，孤立化した集落との通信手段を確保するため，自社が保有している衛星携帯電

話を可能な限り提供するとともに，避難所等に衛星通信対応の特設公衆電話を開設する。

・ 通信事業者は，応急復旧作業が長期化するおそれのある場合，自社の保有する移動型基地局

（車載型基地局，船上基地局など）を活用し，孤立化した集落における通信手段の確保を図る。

（６）警察

・ 警察は，孤立化した集落における地域住民の安否確認，行方不明者の捜索，救出・救助を実施

するとともに，道路管理者と連携を図りながら，集落への緊急交通路の確保を図る。

（７）自衛隊

・ 自衛隊は，県からの災害派遣要請に基づき，ヘリコプターなど航空機による被災状況の把握，

孤立化した集落における地域住民の救出・救助，安否確認等を実施するとともに，避難所等にお

ける炊飯支援や給水活動，物資の輸送等を実施する。

（８）その他の防災関係機関

・ その他の防災関係機関は，県や市からの協力要請があった場合，被災状況の把握，孤立化した

集落からの地域住民の救出・救助，資機材の輸送等の災害応急対策の実施を図る。

（参照）

第２部 第１章 第５節 第４ ３ 災害対策用機器・資機材の整備

第２章 第２節 第１ １ 通信施設の整備対策

第２ １ 関係機関の通信手段の充実

第３部 第１章 第２節 第１ ３ 有線通信途絶の場合の措置

第２ ２ 無線通信体制の確立

第２章 第 11 節 第５ １ 観光客等の安全確保

第３章 第２節 第３ ３ 輸送方法等（食料の輸送）

第４節 第３ ３ 輸送方法等（生活必需品）

３ 住民の救助，救急への協力

災害時には，住民による地域ぐるみの救助，救急への参加協力も必要になる。

このため，一般住民は，日頃から市や県が実施する防災訓練や研修会等に積極的に参加し，救助，

救急活動に関する知識や応急救護処置等の習得に努める。
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第２ 救助，救急用装備・資機材の整備

〔実施責任：危機管理課，指宿南九州消防組合〕

１ 救助用装備・資機材等の整備方針

（１）市（常備消防を含む）

ア 土砂崩れ等による生き埋め等の救出，救助事象に対応するため，各消防署・所，消防団，自主

防災組織等において，必要な救急用装備・資機材の整備を以下の通り図っていく。

イ 災害時に同時多発する救助，救急事象に対応するため，高度救助用資機材を装備した救助車の

整備を図る。その際，車両や資機材を小型・軽量化するなど，被災地の道路状況が悪い場合や海

路・空路を活用して，被災地入りする場合も想定した救助用資機材の整備に留意するものとする。

２ 救急用装備・資機材等の整備方針

（１）指宿南九州消防組合

災害時に同時に多発する救急事象に対応するため，救急用装備・資機材等の整備を図る。

（１）第十管区海上保安本部，警察，自衛隊

災害時に同時多発する救出，救助事象に対応するため，救助用資機材や車両，救助用舟艇の整

備・点検に努める。その際，車両や資機材を小型・軽量化するなど，被災地の道路状況が悪い場合や

海路・空路を活用して，被災地入りする場合も想定した救助用資機材の整備に留意するものとする。

関係機関 整 備 内 容

消防署等 ① 高度救助用資機材

画像探査装置Ⅰ・Ⅱ型，熱画像直視装置，夜間用暗視装置，地中音響探知機

② 救助用ユニット（油圧式救助器具，空気式救助器具，切断機（鉄筋カッター））

③ 消防隊員用救助用資機材

大型万能ハンマー，チェーンソー，切断機（鉄筋カッター），削岩機（軽量型）

大型バール，鋸，鉄筋鋏，大ハンマー，スコップ，救助ロープ（10ｍ）

④ その他

無人航空機(ドローン)

消 防 団 ① 消防団員用救助用資機材

大型万能ハンマー，チェーンソー，切断機（鉄筋カッター），削岩機（軽量型）

大型バール，鋸，鉄筋鋏，大ハンマー，スコップ，救助ロープ（10ｍ）

② 担架（毛布・枕を含む）

③ 救助カバン

自主防災

組織

① 担架（毛布・枕を含む）

② 救助カバン

③ 簡易救助器具等（バール，鋸，ハンマー，スコップ他）

④ 防災資機材倉庫等

区 分 整 備 内 容

車 両 高規格救急車

救急資機材 高度救急資機材，非常用救急資機材，消防隊用救護資機材，トリアージ・タッグ
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第７節 交通確保体制の整備

風水害時には，道路，橋梁等の交通施設に被害が発生することが予想され，交通の混乱を防止し，

緊急輸送路を確保することが必要である。

このため，交通の混乱を防止し，緊急輸送路を確保するための交通確保体制の整備を計画的に推進

する。

第１ 交通規制の実施責任

〔実施責任：九州地方整備局，第十管区海上保安本部，県土木部道路維持課，県警察，土木課〕

１ 交通規制の実施責任者

交通確保体制の整備 交通規制の実施責任者

交通規制の実施体制の整備

緊急通行車両の事前届出・確認

区 分 実施責任者 範 囲

道路管理者 国土交通大臣

（指定区間内の国道）

知事

（指定区間を除く国道

及び県道）

市長（市道）

（道路法第 46 条）

１ 道路の損壊，決壊その他の事由に因り交通が危険であ

ると認められる場合

２ 道路に関する工事のため，やむを得ないと認められる

場合

公安委員会 公安委員会

警察署長

警察官

（災害対策基本法第 76 条）

１ 災害応急対策に従事する者，又は災害応急対策に必要

な物資の緊急輸送を確保するため，必要があると認める

とき

（道路交通法第 4条～第 6条）

２ 道路における危険を防止し，その他交通の安全と円滑

を図るため，必要があると認めるとき

３ 道路の損壊，火災の発生，その他の事情により道路に

おいて交通の危険が生ずる恐れがある場合

港湾管理者 知事 （港湾法第 12 条第 1項第 4号の 2）

水域施設（航路，泊地及び船だまり）の使用に関し必要

な規則

海上保安機関 海上保安本部長 （港則法第 39 条）

１ 船舶交通の安全のため，必要があると認めるとき

２ 海難の発生，その他の事情により特定港内において船

舶交通の混雑が生ずるおそれがあるとき，又は混雑を緩

和するため，必要があると認められるとき

（海上保安庁法第 18 条）
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第２ 交通規制の実施体制の整備

〔実施責任：九州地方整備局，第十管区海上保安本部，県土木部道路維持課，県警察，土木課，商工

水産課，耕地林務課〕

１ 交通規制の実施体制の整備方針

第３ 災害発生前における緊急通行車両であることの確認

〔実施責任：県，県警察〕

１ 緊急通行車両であることの確認の申出

（１） 指定行政機関の長，指定地方行政機関の長，地方公共団体の長その他の執行機関，指定公共

機関及び指定地方公共機関（以下「指定行政機関等」という。）が保有し，若しくは指定行政

３ 海上における犯罪が正に行われようとしている場合，

又は天災等の危険な事態が存在する場合であって，人

命・財産に危害が及ぶおそれがあり，かつ，急を要する

とき

区 分 整 備 方 針

道路管理者 道路管理者は，道路，橋梁等交通施設の巡回調査に努め，災害により交通施設

等の危険な状況が予想され，又は発見通報等に備え，速やかに必要な規制を行う

体制の整備に努める。

警察機関 警察機関は，交通の混乱を防止し，緊急交通路を確保するために，以下の項目

について整備に努める。

ア 交通規制計画の作成

発災時の交通安全や緊急通行車両の通行確保を行うため，或いは，防災訓練

のための交通規制計画について，その作成に努める。

イ 交通情報の収集

交通情報の収集は，航空機，オートバイその他の機動力を活用することと

し，交通情報の収集を行う班体制の整備に努める。

ウ 関係機関や住民等への周知

交通規制を実施した場合の関係機関や住民等への周方について，その内容や

方法・手段について，日頃から計画しておく。また道路交通情報センターや報

道機関との連係を日頃から図っておく。

エ 警備業協会との交通誘導業務等の協定締結

規制要員は，制服警察官を中心に編成するべきであるが，災害発生時におい

て警察官は，被害者等の救出・救助に重点を指向した活動を行う必要性が高い

ために，緊急交通路確保に関し，警備業協会と締結した「交通誘導業務等に関

する業務協定」により，出動を要請する。

オ 装備資機材の整備

規制用サイレンカーや，規制用標識等の装備資機材の整備に努める。

港湾管理者及び

海上保安機関

港湾管理者及び海上保安機関は，交通の禁止，制限区域の設定，危険区域の周

知及び港内岸壁付近の交通整理等の緊密な連携について検討する。
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機関等との協定等により常時指定行政機関等の活動のために使用される車両，又は災害発生時

に他の関係機関，団体等から調達する車両等で，災害対策基本法第 50 条第１項に規定する災

害応急対策を実施するために使用するものについて，災害発生前にあらかじめ緊急通行車両確

認標章の交付を受けることができることについて，周知及び普及を図るものとする。

（２） 指定行政機関等の長等は，次の区分により県（危機管理課），県公安委員会に対し，当該車

両を使用して行う業務の内容を疎明する書類等を添付して確認の申出を行う。（緊急通行車両

確認申出書は様式１）

（３） 申出を受けた県（危機管理課），県公安委員会は，緊急通行車両に該当するかどうかの審査

を行い，該当すると認められるものについては，標章及び緊急通行車両確認証明書を交付す

る。（標章及び証明書は様式３及び様式４）

（４） 県公安委員会は確認手続きの具体的な運用については，県（危機管理課）と所用の調整を図

っておくものとする。

確認者 確認車両 申出先

県知事 ・県が保有する車両（警察関係車両を除く）

・災害応急対策を実施するため県が調達，借り上げ等を行った

車両

・県との協定等に基づき災害応急対策等に従事する車両

県危機管理課

県公安委員会 上記以外の車両 各警察署
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様式１ 緊急通行車両確認申出書

別記様式第３号（第６条関係）

備考 用紙の大きさは，日本産業規格Ａ列４番とする。

令和 年 月 日

鹿児島県公安委員会 殿

緊 急 通 行 車 両 確 認 申 出 書

申請者 住所

氏名

番号標に表示

されている番号

車両の用途（緊急

輸送を行う車両に

あっては，輸送人

員又は品名）

活 動 地 域

車両の

使用者

住 所

（ ） 局 番

氏名又

は名称

緊 急

連絡先

住 所

（ ） 局 番

氏 名

備 考
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第８節 輸送体制の整備

風水害時には，被害者の避難並びに災害応急対策及び災害救助を実施するのに必要な要員及び物資

の輸送を，迅速かつ的確に行うことが必要である。

このため，各計画が効率的に実施されるように，必要な車両，船艇，労務の確保を図るなど，輸送体

制の整備を計画的に推進する。

第１ 輸送体制の整備方針

〔実施責任：商工水産課，第十管区海上保安本部，自衛隊，九州旅客鉄道株式会社，鹿児島運輸支

局，公益社団法人鹿児島県トラック協会，日本通運株式会社，日本貨物鉄道株式会社〕

災害時には，応急対策を実施する人員や資機材，救援物資等，多数の輸送需要が発生すると予想さ

れ，応急対策実施機関の輸送能力の不足が懸念される。

このため，日頃から関係機関相互の連携の強化に努める。

第２ 輸送手段及び輸送施設・集積拠点等の指定

〔実施責任：土木課，商工水産課，九州地方整備局，第十管区海上保安本部，自衛隊，九州旅客鉄道

株式会社，鹿児島運輸支局，日本通運株式会社，公益社団法人鹿児島県トラック協会〕

１ 輸送手段の確保及び関係機関相互の協力関係の強化

（１）輸送手段の確保

災害時に被災者や救援物資，資機材等を輸送する輸送手段は，以下のとおり確保するものとす

る。

ア 自動車による輸送

① 災害応急対策実施機関所有の車両等

② 公共的団体の車両等

③ 貨物自動車運送事業者所有の事業用車両等

④ その他の民間の車両等

イ 鉄道による輸送

ウ 船舶等による輸送

① 県有船舶等

輸送体制の整備 輸送体制の整備方針

輸送手段及び輸送施設・集積拠点等の指定

緊急輸送道路警戒体制の整備
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② 漁船等

③ 民間船舶等

④ 海上保安本部所属の巡視船艇等

⑤ 自衛隊所属の船舶等

エ 航空機による輸送

（２）関係機関相互の協力関係の強化

関係機関相互においては，災害時の迅速かつ的確な輸送手段の確保をはかるために，応援要請

や緊急時の通信連絡体制等について，協力協定の締結や運用計画を作成するなど，日頃から連携

を図っておくものとする。

２ 輸送施設・集積拠点等の指定

（１）輸送施設の指定

災害時における被災者や救援物資，資機材等の輸送については，県が指定した輸送施設を利用

するが，状況に応じ関係機関と連携を図りながら，適宜輸送施設の指定を行なう。

ア 緊急輸送道路の指定

（指定箇所については，第３部第２章第９節「緊急輸送」参照）

イ 港湾・漁港，空港，臨時ヘリポート等の指定

（指定箇所については，第３部第２章第９節「緊急輸送」参照）

（２）集積拠点の指定

災害時の救援物資や資機材等の集積拠点として，県が指定した輸送施設を利用する。

ア トラックターミナル等の指定

（指定箇所については，第３部第２章第９節「緊急輸送」参照）

イ 卸売市場等の指定

（指定箇所については，第３部第２章第９節「緊急輸送」参照）

（３）民間事業者の管理する施設の把握

市は，輸送拠点として活用可能な民間事業者の管理する施設を把握しておくものとする。
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第３ 緊急輸送活動に資する道路啓開体制の整備

〔実施責任：土木課，耕地林務課，九州地方整備局，県土木部道路維持課，県警察〕

１ 災害に備えた道路啓開体制

県は，自然災害発生後の道路の障害物の除去（路面変状の補修や迂回路の整備を含む。）による

道路啓開を迅速に行うため，道路法等に基づき，協議会の設置によって電力，通信のインフラ事業

者を含む関係機関と連携して，あらかじめ道路啓開計画を作成するとともに，定期的な見直しを行

うものとする。

また，道路管理者は，当該計画も踏まえて，建設業協会や関係団体等の協力を得て，迅速かつ的

確な道路啓開作業が，応急復旧等実施できるよう，「大規模災害時における応急対策に関する協定」

等に基づき，道路啓開等に必要な人員，資機材等の確保等に関する協定関係の強化を図る。

２ 道路啓開路線の情報収集

道路管理者は，関係機関と連携するなど，啓開が必要な路線の情報収集及び共有できる体制を構

築するものとする。
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第９節 医療体制の整備

災害時は多数の負傷者が発生し，また，医療機関が被害を受けて混乱が予想される。

このため，発災時に備え，必要な医療用資機材・医薬品等の整備及び救護班の編成基準など，医療体

制の整備を計画的に推進する。

第１ 緊急医療体制の整備

〔実施責任：日本赤十字社，医師会，薬剤師会，歯科医師会，県，健康増進課，地域福祉課〕

１ 医療体制の整備

災害による負傷者ヘの対応のため，救護班の編成や災害拠点病院の体制整備などを進めるととも

に，医療機関等の役割分担について調整を行うなど，地域内の連携の充実を図る。

（１）ＤＭＡＴの整備

ア 県は被災地内における医療情報収集と伝達，応急治療及び搬送などを行うＤＭＡＴを養成する。

イ ＤＭＡＴ指定病院は，災害発生時に迅速に出動可能な体制を整備する。

（２）救護班体制の整備

ア 国立病院機構，公立・公的医療機関，日本赤十字社鹿児島県支部，県医師会，県歯科医師会

（以下「救護班派遣病院」という。）は，救護班の編成計画を作成しておく。

（救護班の編成表については，第３部第２章第 10 節「緊急医療」参照）

イ 救護班の相互連携体制の強化

県（保健所）は，救護班派遣病院等の各救護班の適正な配置及び相互連携体制の整備を図る。

（地域別救護班の所在地一覧については，第３部第２章第 10 節「緊急医療」参照）

（３）救護所の設置，運営計画

県（保健所）は，市が設置した救護所のほか，必要に応じて，市が指定した避難所を中心に救

護所を設置するが，その運営に関して，市や関係医療機関等との協力関係について，あらかじめ

定めておくものとする。

また，傷病者が多数発生した場合を想定した現場救護所の設置についても考慮しておく。

（４）医療機関の防災体制の確立

各医療機関は，入院患者の安全確保やライフラインの被災による停電，断水等にも対応できる

医療体制の確立について，病院防災マニュアルを作成するなど，平素から整備しておくものとす

る。

緊急医療体制の整備

医療体制の整備

医療用資機材・医薬品等の整備
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（５）情報連絡体制の充実

ア 保健所，ＤＭＡＴ指定病院，救護班派遣病院等は，相互情報網の確立と情報連絡体制の充実

を図る。

イ 県及び市は，災害時に迅速かつ的確に救援・救助等を行うために，広域災害救急医療情報シ

ステム（ＥＭＩＳ）をはじめ，災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）等の活用に努め

る。

（６）災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）の整備

ア 県は，被災地内における専門性の高い精神科医療の提供，精神保健活動の支援などを行うＤＰ

ＡＴを養成する。

イ ＤＰＡＴ登録病院は，災害発生時に迅速に出動可能な態勢を整備する。

（７）県災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の整備

ア 県は，被災都道府県の保健医療福祉調整本部等が行う，被災地方公共団体の保健医療福祉行政

指揮調整機能等に対する支援を行うＤＨＥＲＴを養成する。

イ 県は災害発生時に迅速に出動可能な態勢を整備する。

（８）災害支援ナースの整備

ア 県は，災害時に被災地等に派遣され看護業務等を行う災害支援ナースを養成し，その研修修了

者の所属する医療機関等と協定を締結する。

イ 県と災害支援ナース派遣の協定を締結した医療機関等は，災害発生時に迅速に出動可能な体制

を整備する。

【災害医療システムの概要】

情報

閲覧

国（厚生労働省）のシステム

情報

閲覧

他の都道府県

情報

閲覧
市－保健所－医師会

情報

閲覧
情報

閲覧

情報

入力

搬送期間医療機関

〈医療情報〉

・手術等の可否

・ライフラインの状況

・受け入れている重症等

患者数 等

相互

支援

搬送

情報

閲覧

情報

閲覧
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２ 後方搬送体制の整備

（１）後方医療施設の確保体制の整備

県は，災害時に入院治療や高度医療の必要な負傷者を収容するため，災害拠点病院など後方医

療施設の確保体制の強化に努める。

（２）市，県及び関係機関相互の役割

負傷者の後方搬送について，市，県及び関係機関は，それぞれの役割分担を明確に定めておく。

（３）トリアージの訓練・習熟

各救護班や医療機関は，多数の負傷者が発生している災害現場において，救急活動を効率的に

実施するために，負傷者の傷病程度を選別し，救命措置の必要な負傷者を搬送する必要がある。

このため，傷病程度の選別を行うトリアージ・タッグを活用した救護活動について，日頃から

訓練し，習熟に努める。

（４）透析患者や在宅難病患者等ヘの対応

ア 透析患者等への対応

慢性腎不全患者の多くは，１人１回の透析に約 120ℓの水を使用する血液透析を週２～３回受け

ており，災害時にも平時と同様の医療を要することから，適切な医療体制を確保する必要がある。

また，倒壊建物等の圧迫による挫滅症候群（クラッシュ・シンドローム）に伴う急性腎不全患

者に対しても，血液透析等適切な医療を行う必要がある。

このため，県は医師会等関係機関との連携による近県市町村等への患者搬送の調整や情報供給

を行う体制を整える。

イ 在宅難病患者・長期療養児等への対応

保健所は「難病対策業務マニュアル」等に基づき，要援護難病患者・長期療養児等の支援の必

要な理由，医療機器，医薬品等を取りまとめた要援護難病患者等台帳を作成し，市の個別避難計

画策定に必要な情報提供を行う。

市は，提供された情報を基に災害時における在宅難病患者等の搬送及び救護体制を整備する。

（ア）災害時要援護難病患者等全体に対しての対応

ａ 災害時要援護難病患者等の把握及び台帳の整理

ｂ 保健所内での検討及び関係機関，団体との連携及びネットワーク体制の確率

ｃ 災害時のセルフケア能力を高めるための患者・家族への教育，啓発

ｄ 医療機器依存度の高い災害時要援護難病患者・長期療養児等への支援

・予備電源の確保や医療材料等の備蓄等，日頃の備えについて啓発

・市，医療機関等との連携による入院や受入先の確保の調整。

第２ 医療用資機材・医薬品等の整備

〔実施責任：健康増進課〕

１ 医療用資機材・医薬品等の調達体制の整備

災害時には，多量の医療用資機材・医薬品等の需要が見込まれるので，市は，各関係機関と連携

し，医療用資機材・医薬品等の整備に努めるものとする。
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第 10 節 その他の災害応急対策事前措置体制の整備

県，市は，その他の災害応急対策事前措置体制について，整備を計画的に推進する。

なお，大規模な災害が発生した場合の被害等を想定し，孤立が想定されるなどの地域の地理的条件

等も踏まえて，必要とされる物資について，あらかじめ備蓄するとともに，災害時における調達・輸

送体制等の整備し，それら必要な物資の供給のための計画を定めておくよう努めるものとする。

特に，交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送

が可能となるよう，無人航空機等の輸送手段の確保に努めるものとする。

また，平時から訓練等を通じて，物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに，災害協定を締

結した民間事業者等の災害時の連絡先，要請手続等の確認を行うように努めるものとする。

また，県及び市町村は，新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し，施設（備蓄倉庫・物資拠点・避

難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新するなど，最新の状況を把握

するものとする。

県及び市町村は，物資の性格に応じ，集中備蓄又は指定避難所等の位置を勘案した分散備蓄を行う

などの観点に対しても配慮するとともに，物資拠点を設けるなど，体制の整備に努めるものとする。

第１ 食料の供給体制の整備

〔実施責任：危機管理課，農政課〕

１ 食料の備蓄計画の策定

市は，必要とされる食料の種類，数量及び備蓄場所等について，具体的な食料備蓄計画を策定し

ておくものとする。

（国・県の食料の備蓄状況及び食料の在庫場所については，第３部第３章第２節「食料の供給」

参照）

食料の供給体制の整備

飲料水の供給体制の整備

生活必需品の供給体制の整備

感染症予防，食品衛生，生活衛生，し尿処理，堆積土砂対策の事前措置

農業・水産業災害の防止対策の推進

住宅の確保体制の事前措置

文化財や文教施設に関する事前措置

総合防災力の強化に関する対策
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２ 食料の調達に関する協定等の締結

市は，災害時の食料調達について，民間流通業者等と協力協定の締結に努めるものとする。

第２ 飲料水の供給体制の整備

〔実施責任：水道課，環境政策課〕

１ 応急復旧体制の整備

（１）復旧に要する業者との協力

市は，水道施設を速やかに復旧して飲料水等の確保を図るために，復旧に要する業者（労務，

機械，資材等）との間において災害時における協力協定を締結し，応急復旧体制の整備に万全を

期すものとする。

（２）緊急度・優先度を考慮した応急復旧

市は，医療機関や社会福祉施設等，早急に応急復旧の必要な施設等をあらかじめ把握し，緊急

度・優先度を考慮した応急復旧順序等についても検討しておくものとする。

２ 応急給水体制の整備

（１）給水能力の把握

市は，あらかじめ，災害時の応急給水を考慮し，予備水源等の緊急時に確保できる水量・水質

について調査し，把握しておくものとする。

（２）給水用資機材の整備

市は，必要に応じ，給水車，給水タンク，ポリ容器等の給水用資機材の整備に努める。

（３）ミネラルウォーター製造業者等との協力

市は，応急給水の方法として飲料水を確保するため，ミネラルウォーター製造業者を把握する

とともに協力依頼に努める。

３ 応急対策資料の整備

市は，応急復旧，応急給水等の活動を迅速・的確に行うために，水道施設の図面等の資料を日頃

から整備しておくものとする。

４ 広域応援体制の整備

市は，日頃から，水道施設の復旧及び給水車等による応急給水等について，近隣市町村等との相

互応援体制の整備に努める。

５ 風水害対策マニュアル類の整備

市は，風水害時における応急給水，応急復旧等の応急対策を迅速・的確に実施するために，各水

道事業体の規模や地域特性に応じた風水害対策マニュアル類の整備に努める。
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第３ 生活必需品の供給体制の整備

〔実施責任：危機管理課，長寿支援課，地域福祉課〕

１ 生活必需品備蓄計画の策定

市は，必要とされる生活必需品の種類，数量及び備蓄場所等について，具体的な生活必需品の備

蓄計画を策定しておくものとする。

（県，日本赤十字社鹿児島県支部の衣料品・寝具類等の備蓄状況は，第３部第３章第４節「生活必

需品の給与」参照）

２ 流通在庫の調達

備蓄物資のみでは不足する場合，市は，大手スーパー，生活協同組合，コンビニエンスストアー

等，流通業者の流通在庫から生活必需品を調達するものとし，関係業者等の把握に努める。

（被服，寝具の調達先としては，第３部第３章第４節「生活必需品の給与」参照）

第４ 感染症予防，食品衛生，生活衛生，し尿，ごみ処理，堆積土砂対策の事前措置

〔実施責任：健康増進課，環境政策課，建築課，土木課〕

１ 感染症予防対策

（１）感染症予防に必要な資機材及び薬剤等の整備

市は，感染症予防に必要な資機材及び薬剤等の整備に努める。

（２）感染症予防の実施体制の整備

災害による感染症予防のため，市における各種作業実施の組織編成について，あらかじめ，以

下のとおり，編成計画を作成しておく。

ア 市の感染症予防班の編成

市は，感染症予防作業のために感染症予防班の編成計画を作成する。

感染症予防班は，市の職員及び臨時に雇い上げた作業員をもって編成する。

２ 食品衛生対策

大災害の場合，食品衛生監視員のみでは十分な監視指導が出来ない場合もあるので，状況により

食品衛生協会の協力を求め，速やかな状況把握と衛生指導を行うため，日頃から連携の強化に努め

る。

３ 生活衛生対策

（１）営業施設での生活衛生対策

市は，営業施設の被災状況の把握，被災施設の重点的監視を行う体制を整備する。

（２）業者団体との連携の強化
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大災害の場合，環境衛生監視員のみでは十分な監視指導が出来ない場合もあるので，状況によ

り生活衛生営業指導センター，生活衛生同業組合等の協力を求め，速やかな状況把握と衛生指導

を行うため，日頃から連携の強化に努める。

４ し尿処理対策

（１）仮設トイレの備蓄計画の策定

市は，県地震被害予測調査（平成 24～25 年度）や県災害廃棄物処理計画（平成 30 年３月），

市の災害廃棄物処理計画等を踏まえて，必要とされる仮設トイレの数量及び備蓄場所等について

具体的な備蓄計画の策定に努める。

（２）広域応援体制の整備

市は，日頃から，し尿処理施設の復旧及びし尿収集車等によるし尿処理等について，相互応援

体制の整備に努める。

５ ごみ処理対策

（１）市は，国の災害廃棄物対策指針等を踏まえ，県災害廃棄物処理計画と整合を図りながら，災害

廃棄物の仮置場の確保や運用方針，一般廃棄物（避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処理を

含めた災害時の廃棄物の処理体制，周辺の市町村等との連携・協力のあり方等について，市災害

廃棄物処理計画に基づき具体的に実施するものとする。

（２）市は，国の災害廃棄物対策指針等を踏まえ，県災害廃棄物処理計画と整合を図りながら，災害

廃棄物の仮設場の確保や運用方針，一般廃棄物（指定避難所のごみや仮設トイレのし尿等）の処

理を含めた災害時の廃棄物の処理体制，周辺の市町村等や民間事業者との連携・協力のあり方等

について，市災害廃棄物処理計画において具体的に示すものとする。

（３）国，県及び市は，大量の災害廃棄物の発生に備え，広域処理体制の確立に努める。

（４）県及び市町村は，定期的に災害廃棄物処理に関する研修，訓練を実施するとともに，必要に応

じて，災害廃棄物処理計画の見直しを行い，計画の実効性の向上に努めるものとする。

６ 堆積土砂対策

市町村は，「宅地内からの土砂・がれき撤去の事例ガイド（国土交通省）」等を踏まえ，宅地内

に堆積した土砂等撤去の初動対応を迅速かつ確実に実施できるよう，事前に土砂撤去に関する基本

方針を定めておくよう努める。

第５ 農業・水産業災害の防止対策の推進

〔実施責任：商工水産課，農政課〕

風水害等の気象災害による農作物等の被害を軽減し，農家及び魚家の経営安定を図るため，農作物

及び農業・水産業関連施設の被害予防及び事後対策を推進する。
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１ 農作物等被害予防指導体制の確立

農作物等被害予防対策を推進するためには，市は，関係機関，団体の統一的な指導体制の確立を

図らなければならない。

このためには，これらの機関の持つ機能を最大限に活用しながら，被害予防に関する技術指導の

末端農家への迅速な浸透を図るため，関係機関，団体の積極的協力を要請する。

２ 農作物等被害予防対策の確立

それぞれの地域の特性と発展の方向に応じて選択された作目及びその組合せ，作付体系等，防災

営農の積極的な推進に努め，農作物等被害予防対策を確立するとともに，農業災害対策に関する知

識の普及・啓発に努める。

３ 作目別被害予防対策

本市の地理的条件の違いによる災害の発生状況を考慮した各作目ごとの予防対策指導を徹底する

とともに，事後対策指導を実施し，被害を最小限にとどめる。

４ 防災営農施設の整備

風水害等の災害による農作物の被害を軽減・防止するために，防災営農施設の整備を行い，農家

の経営安定と併せて地域農業の健全な発展を図る。

５ 畜産関係対策

適切な防疫対策を指導できるよう，防疫体制を整備するとともに，災害発生時に，市はもとより

関係機関・団体間で，速やかな情報伝達と協力が行えるよう，日ごろから連携の強化に努める。

６ 漁具・漁船・いけすの災害防止

台風等の際の波浪による被害防止のため，定置網等の漁具や漁船の強度補強・陸揚げ，いけすの

強度補強・避難など適切な対策を指導する。

なお，いけすの緊急避難場所については，事前に関係者と十分調整するよう指導する。

第６ 住宅の確保対策の事前措置

〔実施責任：建築課〕

１ 住宅の供給体制の整備

大規模な風水害等が発生すると，多数の応急住宅の需要が予想されるので，市は県と連携し，住

宅の供給体制の整備に努めるものとする。

（１）県及び市は，災害により住家を失った人に対して，迅速に住宅を提供できるよう，市営や県営

の公営住宅等の空き状況が速やかに把握できる体制を整えるものとする。
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（２）県は，災害により住家を失った人に対し，（社）プレハブ建築協会や建築関係団体等との協定

などによる応急仮設住宅の提供や（社）鹿児島県宅地建物取引業協会等との協定による民間賃貸

住宅の情報提供をすることにより，迅速に住家を確保できる体制を整えるものとする。

（３）市は，応急仮設住宅等への入居基準等について，あらかじめ定めておくものとする。

（４）市は，国・県で確保している応急仮設住宅用等資材を円滑に調達が出来るように，入手手続き

等を整えておくものとする。

（国・県の応急仮設住宅用等資材の状況については，第３部第３章第 10 節「住宅の供給確保」参照）

２ 応急仮設住宅の建設予定候補地の把握

市は，速やかに用地確保が出来るように，応急仮設住宅の建設予定候補地を把握しておくものと

する。

なお，候補地の選定にあたっては，がけ崩れや津波浸水等による被災の可能性について，十分留

意する。

また，市は，学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には，学校の教育活動に十分

配慮するものとする。

第７ 文化財や文教施設に関する事前措置

〔実施責任：教育委員会〕

１ 文化財に関する事前措置

市は，火災，地震，大雨・台風から文化財を保護するため，文化財の所有者又は管理者に対する

防災指導を，以下のとおり行うものとする。

（１）火災に対する防災対策

ア 防火委員会の設置や火元責任者を定め，防火管理体制を整備する。

イ 指定構造物の周囲では，喫煙，たき火等を禁止するなど火気の使用を制限する。また，消火

設備の設置や可燃物を撤去し，環境整備を行う。

ウ 指定建造物の防火診断を定期的に実施し，火災危険の早期発見と改善を行う。

エ 防火管理計画等の策定や自衛消防隊を組織し，消防訓練を行う。

オ 文化財防火デー（１月 26 日）を設定し，防火意識の高揚を図る。

（２）地震に対する防災対策

ア 指定構造物の耐震予備診断等を行い，補強の必要がある場合は，耐震補強を行う。

イ 免震装置を備えた展示台や支持具を用いて，展示品や美術工芸品等の転倒防止を行う。

ウ 収蔵品の落下を防止するため，収蔵棚に安全性・使いやすさ等を考慮したストッパー等を設

ける。

エ 停電した場合に備えて，収蔵庫等に懐中電灯などの非常用照明器具を常備する。

（３）大雨・台風に対する防災対策

ア ハザードマップ内に所在する展示品や美術工芸品等の把握を行い，災害リスクを事前に把握

する。
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イ 排水路の掃除を定期的に行い，浸水・冠水被害を防止する。

ウ 土砂災害及び浸水危険区域に所在する展示品や学術工芸品等を安全な場所に移動する。

エ 危険木伐採や植生管理を定期的に行い，樹木や土砂災害による文化財の毀損を防止する。

２ 文教施設に関する事前措置

市は，博物館，美術館，郷土館等の所有者又は管理者に対する防災体制の確立指導を行い，所有

者又は管理者は，定期的に防災訓練等を実施するものとする。

第８ 総合防災力の強化に関する対策

〔実施責任：危機管理課〕

１ 防災拠点の整備の推進

大規模な災害における適切な防災対策を実施するためには，平素から，防災に関する意識の高揚

や対応力の向上に努める一方，災害の発生時において，住民が避難し，防災活動を実施するための

拠点を確保する必要があるため，平常時の防災知識の普及啓発，訓練機能，防災資機材の備蓄機能，

災害時の防災活動拠点機能などを有するものとして，自治会，町内会の区域にはコミュニティ防火

拠点を，小学校区又は中学校区には地域防災拠点の整備を進めていく。

２ 消防・防災ヘリコプターの活用

災害時の救助・救護活動，緊急物資の輸送等に県消防・防火ヘリコプターを活用し，災害応急対

策活動の充実・強化に努める。

３ 災害応急対策体制の構築

県及び市は，随意契約の活用による速やかな災害応急対策ができるよう，建設業団体等との災害

協定の締結を推進するものとする。

また，土木・建築職などの技術職員が不足している市町村への中長期派遣等による支援を行うた

め，技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努める。

４ 予防保全や復旧作業の迅速化に向けた相互連携

県，電気事業者及び電気通信事業者は，倒木等により電気供給網，通信網に支障が生じることへ

の対策として，地域性を踏まえつつ，事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向

けた相互の連携の拡大に努めるものとする。

なお，事前伐採等の実施にあたっては，市との協力に努める。

５ 防災行動計画

市及び防災関係機関は，他の関係機関と連係の上，災害時に発生する状況を予め想定し，関係機

関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努めるも
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のとする。また，災害対応等の検証等を踏まえ，必要に応じて同計画の見直しを行うとともに，平

時から訓練や研修等を実施し，同計画の効果的な運用に努めるものとする。



95

第 11 節 複合災害対策体制の整備

〔実施責任：危機管理，防災関係機関〕

第１ 市の複合災害対策

市は，災害対応にあたる要員，資機材等について，後発災害の発生が懸念される場合には，先発災

害に多く動員し後発災害に不足が生じるなど，望ましい配分ができない可能性があることに配慮した

要員・資機材の投入判断を行うことや，外部からの支援を早期に要請することなど，複合災害発生時

の対応をあらかじめ定めるよう努める。

第２ 複合災害を想定した訓練

市は，様々な複合災害を想定し，要員の参集，合同の災害対策本部の立ち上げ等の実動訓練等の実

施に努める。
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第３章 市民の防災活動の促進

風水害等の災害に際して，効果的な防災対策を行うためには，平素より，市民や防災機関職員の防

災知識の普及・啓発，防災訓練を実施しておくほか，自主防災組織や防災ボランティアの育成強化，

要配慮者対策等を推進し，県民の防災意識と対応能力の強化を図っておくことが必要である。

また，県及び市は「自らの命は自ら守る」という意識の徹底や，地域災害のリスクととるべき避難

行動等についての住民の理解を促進するため，行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提

とし，次のような取組を行い，住民主体の取組を支援・強化することにより，社会全体としての防災

意識の向上を図るものとする。

・ 地域の防災力を高めていくため，一般住民向けの専門的・体系的な防災教育訓練の提供，学校に

おける防災教育の充実，防災に関する教材（副読本）の充実を図るものとする。特に，水害土砂災

害のリスクがある学校においては，避難訓練と合わせた防災教育の実施に努める。

・ 各地域において，防災リーダーの育成，自助共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよう，水

害・土砂災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図る。

・ 防災（防災・滅災への取り組み実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケアマネージャー）

の連携により，高齢者の避難行動に対する理解の促進を図る。

・ 防災気象情報や避難に関する情報等の防災情報を災害の切迫度に応じて，５段階の開会レベルに

より提供すること等を通して，受け手側が情報の意味を直感的に理解できるような取り組みを推進

する。

・ 市民参加型での実践的な防災訓練やワークショップ等を通じ，災害発生時に自らがとるべき行動

を学び，自助・共助意識の醸成を図る。

本章では，このような市民の防災活動の促進について，その対策を定める。

第１節 防災知識の普及啓発

風水害等の災害に際して的確な行動がとれるよう，市民及び防災関係職員に対し，災害予防又は災

害応急対策等に関し，防災知識の普及啓発を図っておく必要がある。

このため，災害予防又は災害応急対策の実施の任にある各機関は，それぞれ防災知識の普及・啓発

を促進するとともに教育機関，民間団体等との密接な連携の下，防災に関するテキストやマニュアル

の配布，有識者による研修や講演会，実施研修の開催等により，防災教育を実施する。

また，県及び市は，市民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意形成の促進のため，専

門家（風水害においては気象防災アドバイザー等）の知見も活用しながら，防災に関する様々な動向

や各種データを分かりやすく発信する。

なお，防災知識の普及・啓発の推進にあたっては，その内容が性別による固定的な役割にとらわれ

ることのないよう留意する。
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第１ 市民に対する防災知識の普及啓発

〔実施責任：危機管理課，教育委員会，防災関係機関〕

１ 鹿児島県防災研修センターにおける防災研修等の実施

鹿児島県防災研修センターにおいて一般県民，自主防災組織，町内会，各種団体・学校を対象に

防災に関する研修・訓練，情報提供を行っている。

これらの出前講座（防災出前講座）等を活用し，市民の防災意識を高めるとともに自主防災組織

等の活動の充実を図る。

２ 市民への防災広報等による防災知識の普及啓発

防災週間や防災関連行事等において，各種媒体を利用して行うほか，労働安全，交通安全等災害

安全運動の一環として，各対策実施機関ごとに災害防止運動を行い，市民の防災の知識を高め，防

災知識の普及を図る。

（１）防災知識の普及・啓発の手段（媒体）

市が行う防災知識の普及は，以下に示す各種媒体を活用して行う。

ア 市防災行政無線，各地区放送設備

イ 市ホームページ

ウ 広報紙，その他刊行物（チラシ，ポスター等）

エ 映画，ビデオ，スライドの制作

オ 広報車の巡回

カ 講習会，パネル展示会等の開催

キ 市公式ＬＩＮＥ

ク 県ＳＮＳ（Ｘ（旧ツイッター，県公式ＬＩＮＥ等）

ケ その他

（２）防災知識の普及啓発の内容

市民への防災知識の普及啓発の内容は，概ね以下のとおりである。なお，普及に際しては，高

齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦等の要配慮者の地域における支援体制の整備や，被災時

の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう努めほか，避難所や仮設住宅，ボラ

ンティアの活動場所等において，被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならな

いよう，「暴力は許されない」意識の徹底を図るものとする。

また，家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努めるものとする。

市民に対する防災知識の普及啓発

防災知識の普及啓発

防災関係機関職員への防災研修等の実施
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ア 市民等の責務

① 市民及び事業者

自ら防災対策を行うとともに，市及び防災関係機関と連携し及び協働すること。

② 自主防災組織

地域における防災対策を行うとともに，市及び防災関係機関と連携し及び協働すること。

イ 地域防災計画の概要

ウ 災害予防措置

① 避難行動への負担感，過去の被災体験等を基準にした災害に対する危険性の認識，正常性バ

イアス等を克服し，避難行動をとるべきタイミングを逸することなく適切な行動をとること。

家庭での予防・安全対策

ア 災害に備えた「最低３日，推奨１週間」分の食料，飲料水，携帯トイレ・簡易トイレ，ト

イレットペーパー等の備蓄

イ 非常持出品（救急箱，懐中電灯，ラジオ，乾電池等）の準備

ウ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所等での飼養についての準備等

エ 保険・共済等の生活再建に向けた事前の備え等

② 出火防止，初期消火等の心得

③ 家屋内，路上，自動車運転中など様々な条件下で災害が発生した時の行動

④ 警報等発表時や避難指示等の発令時にとるべき行動，緊急避難場所や避難所での行動

⑤ 災害時の家族内の連絡体制について，あらかじめ決めておくこと

⑥ 災害危険箇所の周知

⑦ 避難路，緊急避難場所等及び避難方法の確認

⑧ 指定緊急避難場所，安全な親戚・知人宅・ホテル・旅館等の避難場所，避難経路等の確認

⑨ 負傷者，要配慮者等の救助の心構えと準備

⑩ 船舶等の避難措置

⑪ 農作物の災害予防事前措置

⑫ その他

エ 災害応急措置

① 災害対策の組織，編成，分掌事務

② 災害調査及び報告の要領，連絡方法

③ 防疫の心得及び消毒方法，清潔方法等の要領

④ 災害時の心得

ア 災害情報の聴取並びに聴取方法

イ 停電時の照明

ウ 非常食料，身廻り品等の整備及び貴重品の始末

エ 屋根・雨戸等の補強

オ 排水溝の整備

カ 初期消火，出火防止の徹底

キ 避難の方法，避難路及び緊急避難場所等の確認
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ク 高齢者等要配慮者の避難誘導及び緊急避難場所等での支援

オ 災害復旧措置

① 家屋が被災した際に，片付けや修理の前に，家屋の内外の写真を撮影するなど生活の再建に

資する行動

カ 被災地支援

キ その他の災害の態様に応じて取るべき手段・方法等

（３）防災知識の普及啓発の時期

普及の内容により，最も効果のある時期を選んで行うものとする。

なお，市その他防災機関は「県民防災週間」，「防災週間」（「防災の日」を含む１週間），

「防災とボランティア週間」（「防災とボランティアの日」１月 17 日を含む１月 15 日から１月

21 日），「津波防災の日」(11 月 5 日)に合わせて重点的な防災思想の普及宣伝に努める。

３ 学校教育・社会教育における防災知識の普及啓発

幼稚園，小・中学校，高等学校，特別支援学校，大学における学校教育は，その発達段階に合わ

せた副読本等や映画・ビデオ等の教材を活用するほか，適宜訓練や防災講習等をカリキュラムに組

み込むなど，教育方法を工夫しつつ実施する。また，市は学校において，外部の専門家や保護者等

の協力の下，防災に関する計画やマニュアルの策定が行われるよう促すとともに，学校における消

防団員等が参画した体験的，実践的な防災教育の推進に努めるものとする。

青少年，女性，高齢者，障害者，ボランティアなどを対象とする社会教育の場での防災教育は，

県防災研修センター（防災出前講座）や公民館等の各種社会教育施設等を活用するなど，地域コミ

ュニティにおける多様な主体の関わりの中で，それぞれの属性等に応じた内容や方法を工夫した研

修や訓練等に配慮する。

いずれの場合も，台風・豪雨等気象現象等に関する基礎的知識，災害の原因及び避難，救助方法

等をその内容に組み入れ，防災教育を徹底する。

４ 災害教訓の伝承

住民は，語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ，防災教育，慰霊祭等の開催，伝承碑の保存そ

の他の方法により，自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。

県及び市は，過去の大規模災害の教訓や災害文化を後世へ伝承するための調査分析結果や各種資

料の収集・保存，住民及び児童・生徒への周知や災害に関する石碑やモニュメント等の自然災害伝

承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努める。

また，災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか，調査分析結果や各種資料の収集・保存

等により，住民が災害教訓を伝承する取組を支援する。
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第２ 防災関係機関の職員への防災研修等の実施

〔実施責任：人事秘書課，危機管理課，防災関係機関〕

市及び防災関係機関は，日頃より各々の職員に対して，防災対策の責務・役割を徹底するととも

に，地域防災計画等の内容や災害対策関係法令等の講習・研修を行い，職員の防災意識と防災活動能

力の向上を促すものとする。

なお，災害時において，市及び防災関係機関の職員は，それぞれの立場に応じて災害対策の責任を

負うこととなるため，各自において，家屋及び周辺の補修・安全化，飲料水，食料，医薬品・非常持

ち出し品の用意などの防災準備を行うとともに，日頃より様々な防災知識の習得に心掛けるなど，自

己啓発に努めるものとする。
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第２節 防災訓練の効果的実施

〔実施責任：危機管理課，防災関係機関〕

災害時において，災害応急対策計画に定められている各種の応急措置を迅速確実に行えるよう，関

係機関と協力して，訓練を行う必要がある。

このため，災害応急対策の実施責任を有する機関は，各々目標を設定し，効果的な防災訓練の実施

を推進する。

１ 防災訓練の目標・内容の設定

（１）防災訓練の目標

防災訓練は，時々の状況に応じたテーマを設定し，市・県・防災関係機関及び市民等の参加者

の，より実践的な防災活動のノウハウの獲得を目指すものとする。

（２）訓練の内容

防災訓練の内容には，以下の内容が考えられる。

ア 動員訓練，非常参集訓練

イ 通信連絡訓練

ウ 水防訓練

エ 避難訓練

オ 医療・救護訓練

カ 給水・給食（炊飯）訓練（以後項目番号の変更）

キ 輸送訓練

ク 消防訓練

ケ 広域応援協定に基づく合同訓練

コ 流出油災害対策訓練

サ 燃料供給訓練

シ その他必要な訓練

２ 訓練の企画・準備

（１）訓練の時期

訓練の種類により，防災訓練の効果が最も期待できる時期に実施するものとする。

（２）訓練の場所

最も訓練効果を上げ得る場所を選んで実施する。家屋の密集している火災危険区域，建物倒壊

が多く見込まれる地域，崖崩れ等土砂災害の恐れのある地域，洪水・浸水の恐れのある地域など，

それぞれの地域において十分検討する。

（３）訓練時の交通規制

防災訓練の効果的な実施を図るため，特に必要があると認める時は，必要な限度において，区

域又は道路の区間を指定して，歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限について県公

安委員会に届出を行う。
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３ 訓練の方法

訓練実施各機関は，単独に又は他の機関と共同して，以下に掲げる訓練を最も効果ある方法で行

う。防災訓練の実施にあたっては，訓練の目的を具体的に設定した上で，風水害等の被害の想定を

明らかにするとともに，訓練効果が得られるように訓練参加者，使用する器材及び実施時間等の訓

練環境等について具体的な設定を行い，市・消防，自衛隊，第十管区海上保安本部等の防災関係機

関と協力する。また，学校，水防協力団体，自主防災組織，民間企業，NPO 法人やボランティア団

体，要配慮者を含めた地域住民等の地域に関する多様な主体と連携し，高齢者，障害者，外国人，

乳幼児，妊産婦等の要配慮者の地域における支援体制の整備や，被災時の男女のニーズの違い等男

女双方の視点に十分配慮するなどして実践的な訓練となるよう工夫するとともに，災害対応業務に

習熟するための訓練に加え，課題を発見するための訓練の実施にも努める。

さらに，感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え，感染症対策に配慮した避難所

開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。

県及び市町村は，地域の災害リスクに基づいた定期的な防災訓練を，夜間等様々な条件に配慮し，

居住地，職場，学校等においてきめ細かく実施又は行うよう指導し，住民の災害時の避難行動，基

本的な防災用資機材の操作方法等の習熟を図るものとする。

（１）県が行う訓練

ア 総合防災訓練

県は総合的な訓練を毎年 1回時期を定め，市及び防災関係機関と十分連携をとりながら実施す

る。

イ 非常通信訓練

県は災害時において有線通信系が被災した場合を想定し，無線通信系による通信手続きの円滑

な遂行を図るため，鹿児島地区非常通信連絡会及び市等防災関係機関と十分連携をとりながら訓

練を実施する。」

（２）市が行う訓練

ア 総合防災訓練

市長は，市内の各防災関係機関と十分連携をとりながら，総合的な防災訓練を実施する。

イ 消防訓練

市長及び消防関係機関は，消防に関する訓練を単独で実施するほか，必要に応じ，隣接市等と

合同で実施する。

ウ 非常通信訓練

市長は，県と合同で無線に関する訓練を実施する。

エ 急傾斜地等の危険箇所のある避難対象地区における避難訓練

市長は，急傾斜地等の危険箇所のある避難対象地区を対象に，防災関係機関と協力して，土石

流やがけ崩れ等土砂災害に対する避難訓練を，毎年出水期前（梅雨期・台風期前）に実施するよ

うに努める。

（３）その他防災関係機関が行う訓練

防災関係機関は，各々防災業務計画等の定めるところにより，防災訓練を実施する。

（４）事業所等が行う訓練
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学校，病院，社会福祉施設，工場，工事事業所，作業場，スーパーマーケット等の管理者は，

市，消防機関その他関係機関と協力して，入所者等の人命保護のため，避難訓練を実施するよう

に努める。

（５）広域防災訓練

県及び市は，広域応援協定をより実効あるものとし，災害時応援協定の内容が的確に実行でき，

かつ，協定締結地方公共団体間の連絡体制を確立するために，広域防災訓練を実施する。

また，県及び市は，大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう，関係機関と連携し

て，実践型の防災訓練を実施するよう努める。

４ 訓練結果の評価・総括

（１）訓練成果の取りまとめ

訓練を実施した場合は，課題等実施結果を記録し，訓練成果を取りまとめ，訓練を実施したこ

とによって判明した防災活動上の問題点・課題を整理するとともに，次回の訓練に反映させるよ

う努める。

（２）訓練結果の報告

訓練を実施した各機関の長は，実施結果を訓練実施の日から 20 日以内に防災会議会長に報告

する。
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第３節 自主防災組織の育成強化

災害を未然に防止又は軽減するためには，市及び防災関係機関の防災対策の推進はもとより，「自

らの身の安全は自らが守る」という自覚のもとに，市民一人ひとりが災害から自らを守るとともに，

地域の人々が互いに助け合うという意識を持って行動することが重要である。

このため，住に基づく自主防災組織の育成・強化を図り，消防団と自主防災組織や防災士等の多様

な主体との連携等を通じて地域コミュニティの防災体制の充実を図るとともに，多数の者が出入りし，

又は利用する施設，危険物を製造若しくは保有する事業所においても自衛消防隊等を編成し，大規模

な災害，事故等に備えるものとする。

また，自主防災組織の活動の活性化を図るため，県からの助言や県防災研修センターを活用しての

自主防災組織等の育成強化のための研修・訓練，情報提供に努める。

第１ 地域の自主防災組織の育成強化

〔実施責任：危機管理課，防災関係機関〕

１ 自主防災組織の育成指導及び強化体制の確立

災害に対処するには，自分たちの地域は自分たちで守ろうという隣保協同の精神と連帯感に基づ

く，地域ぐるみの住民の自主的な防災組織が必要である。

このため，市は，災害時に，通信・交通の途絶等による防災関係機関の防災活動の機能低下時や，

災害発生初期等における情報連絡，避難誘導，救出，救護，初期消火等が行える地域住民による自

主防災組織の育成強化を図るとともに，消防本部と連携をとりながら，必要な助言及び指導を行な

うものとする。

２ 自主防災組織の組織化の促進

（１）自主防災組織の重点推進地区

自主防災組織の組織化については，特に，災害発生の危険性の高い次の災害箇所を重要推進地

区とする。

ア 急傾斜地崩壊危険箇所等がけ崩れによる災害が見込まれる地区

イ 土石流危険渓流のある地区

ウ 山地崩壊危険区域のある地区

エ 家屋密集等消防活動困難地区

オ 地盤振動・液状化危険のある地区

自主防災組織の育成強化 地域の自主防災組織の育成強化

防災リーダー等の育成強化

事業所の自主防災体制の強化
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カ 津波・高波・高潮の危険のある地区

キ 工場等の隣接地区

ク 高齢化の進んでいる過疎地区

ケ 土砂災害警戒区域等のある区域

コ その他危険区域

（２）自主防災組織の単位

自主防災組織の単位については，自主防災組織が，地域住民の隣保協同の精神に基づくもので

あることから，次の次項に留意する。

ア 住民が地域の連帯感に基づいて防災活動を行うことが期待できる規模であること。

イ 住民の基礎的な日常生活圏域としての一体性を持っている地域であること。

（３）自主防災組織の組織作り

自治公民会等の既存の自治組織を自主防災組織として育成することを基本とし，次のような方

法等により組織づくりを進めるものとする。

ア 自治公民会等の既存の自治組織に，その活動の一環として，防災活動を組み入れることにより

自主防災組織として育成する。また，コミュニティ助成事業，コミュニティ防災資機材等整備事

業を活用し，自主防災組織の資機材の整備を進めていくとともに，既存の公民館等を活用し，防

災活動の拠点としての整備を進めていくものとする。

イ 自治公民館の役員等自主防災組織の核となるリーダーの養成研修を行い，組織の育成強化を図

る。

ウ 何らかの防災活動を行っている組織の防災活動の充実強化を図って，自主防災組織を育成する。

エ 青年団，女性団体，ＰＴＡ等その地域で活動している組織を活用して，自主防災組織として育

成する。

（自主防災組織の現状 別表第１参照）
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山川地域

別表第１

【指宿市自主防災組織の現状】 令和７年４月１日現在

指宿地域

地区名 結成年月日 地区名 結成年月日 地区名 結成年月日 地区名 結成年月日

指宿

校区

道下 平成 12 年 4 月 1日 大当 平成 13 年 4 月 1 日 臼山 平成 12 年 4 月 1 日 外城市 平成 12 年 4 月 1 日

道下上 平成 9年 4月 1 日 宮ヶ浜 平成 12 年 4 月 1 日 水迫 平成 15 年 4 月 1 日 田之畑 平成 14 年 4 月 1 日

道下東 平成 12 年 4 月 1日 宮之前 平成 12 年 4 月 1 日 久保 平成 12 年 4 月 1 日 道上 平成 13 年 4 月 1 日

大園原 未結成 垂門 平成 12 年 4 月 1 日 永嶺 未結成 中福良 平成 12 年 4 月 1 日

中川 平成 13 年 4 月 1日 狩集 未結成 十石 平成 13 年 4 月 1 日

魚見

校区
上吹越 平成 12 年 4 月 1日 下吹越 平成16年12月1日 尾掛 平成 9年 4 月 1 日 五郎ヶ岡 平成 8年 4月 1 日

柳田

校区

二月田 平成 12 年 4 月 1日 木之下 平成 9年 4 月 1日 南十町 平成 13 年 4 月 1 日 南迫田 未結成

宮 平成 10 年 4 月 1日 温湯 平成 12 年 4 月 1 日 弥次ヶ湯 未結成 柳田 平成 12 年 8 月 1 日

玉利 平成 11 年 6 月 7日 北十町 平成 13 年 4 月 1 日 田良 平成 10 年 4 月 1 日 高野原 平成 15 年 4 月 1 日

丹波

校区

湯之里 平成 13 年 4 月 1日 湊上 平成12年7月15日 迫北 平成 12 年 7 月 1 日 片野田 平成 15 年 4 月 1 日

大牟礼西 平成 12 年 4 月 1日 湊中 平成 12 年 4 月 1 日 摺ヶ浜南 平成 15 年 4 月 1 日 丈六 平成12年12月3日

大牟礼中 平成 14 年 4 月 1日 湊南 未結成 摺ヶ浜中 未結成 向吉 平成12年2月11日

大牟礼東 平成 13 年 4 月 1日 湊北 未結成 摺ヶ浜北 平成 10 年 4 月 1 日 下里 平成 14 年 4 月 1 日

潟口 平成 20 年 7 月 1日 迫南 平成 13 年 7 月 1 日 中小路 平成 12 年 9 月 1 日 国立病院 未結成

潟山 平成 15 年 4 月 1日 迫中 平成12年4月22日 小田 平成 12 年 4 月 1 日 大渡 平成 15 年 4 月 1 日

今 和

泉

校区

麓上 平成 12 年 4 月 1日 岩本中 未結成 小牧東 平成 14 年 4 月 1 日 細田東後 平成 15 年 4 月 1 日

麓下 平成 12 年 4 月 1日 浜西 平成 13 年 4 月 1 日 小牧中 平成 14 年 4 月 1 日 細田東前 平成 12 年 4 月 1 日

上西 未結成 浜東 平成 14 年 4 月 1 日 小牧西 平成 14 年 4 月 1 日 細田西 平成 13 年 4 月 1 日

上東 未結成 瀬崎 平成 6年 4 月 1日 畠久保 平成 14 年 4 月 1 日 渡瀨 平成 14 年 4 月 1 日

岩本東 平成 30 年 5 月 9日 戸迫 平成 14 年 4 月 1 日 鳥山 未結成 永吉 平成 8年 4月 1 日

池田

校区

下門 平成 13 年 4 月 1日 池崎 平成 12 年 4 月 1 日 仮屋 平成 26 年 4 月 1 日 中浜 平成 12 年 4 月 1 日

石嶺 平成 12 年 4 月 1日 堀切園 平成 13 年 4 月 1 日 大迫 平成 13 年 4 月 1 日 新永吉 平成 14 年 4 月 1 日

名称 結成年月日 名称 結成年月日 名称 結成年月日 名称 結成年月日

福元区 平成 12 年 4 月 1日 町区 平成 6年 6 月 1日 成川区 平成 6年 6 月 1 日 鰻区 平成 6年 6 月 1 日

小川区 平成 6年 6月 1 日 大山区 平成 6年 6 月 1日 岡児ヶ水区 平成 6年 6 月 1 日 浜児ヶ水区 平成 6年 6 月 1 日

利永区 平成 6年 6月 1 日 尾下区 平成 6年 6 月 1日
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開聞地区

３ 自主防災組織の活動の推進

（１）自主防災組織の規約及び防災計画の作成

自主防災組織は，地域の規模，態様によりその内容が異なるが，それぞれの組織において，規

約及び防災計画（活動計画）を定める。

（２）自主防災組織の活動の推進

自主防災組織は，地域の実情に応じた防災計画（活動計画）に基づき，平常時の活動において

も，災害発生時において効果的な防災活動ができるように努める。

ア 平常時の活動

① 防災に関する知識の普及

② 防災訓練（避難訓練，消火訓練等）の実施

③ 情報の収集伝達体制の確立

④ 火気使用設備器具等の点検

⑤ ２～３日分の食料・防災用資機材の備蓄及び点検等

⑥ 斜面災害等の災害危険箇所の掌握・点検

イ 災害発生時の活動

① 地域内の被害状況等の情報収集

② 住民に対する避難指示等の伝達，確認

③ 責任者による避難誘導

④ 救出・救護の実施及び協力

⑤ 出火防止及び初期消火

⑥ 炊き出しや救援物資の配布に対する協力等

第２ 防災リーダー等の育成強化

〔実施責任：危機管理課，防災関係機関〕

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災や平成23年３月に発生した東日本大震災では，若年層や

高校生等のボランティア活動への参加が各地でみられたが，地域の防災活動の担い手として，これら

の層が自主防災組織等の活動に参加しているという状況はあまり見られない。

今後，地域の防災活動をさらに魅力と活力あるものにするため，多様な世代が参加できるような環

境の整備等により，自主防災組織等が日常的に活動し，また，訓練を行うよう実施を促し，地域防災

名称 結成年月日 名称 結成年月日 名称 結成年月日 名称 結成年月日

十町東部 平成 13 年 7月 28 日 玉井 平成 29 年 7月 19 日 脇 平成 30 年 4 月 1日 塩屋 未結成

入野 平成 30 年 4月 1 日 物袋 平成 30 年 4月 1 日 仙田区 平成 11 年 4 月 1日 上野区 平成 7年 9月 23 日

川尻区 平成 9年 11 月 9 日
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活動への参画を推進するとともに，研修の実施等による地域防災推進員等の地域の防災リーダー等を

育成できるよう，積極的に創意・工夫していく。

なお，男女双方の視点に配慮した防災を進めるため，女性の地域防災推進員などの地域の防災リー

ダーへの女性の育成についても取り組む。

第３ 事業所の自主防災体制の強化

〔実施責任：危機管理課，指宿南九州消防組合，各事業所〕

１ 工場，事業所等における自衛消防隊等の設置

（１）自衛消防隊等の設置の目的

高層建築物，劇場，大型スーパー，旅館，学校，病院，社会福祉施設等多数の者が出入りし，

又は利用する施設及び石油，ガス等の危険物を製造若しくは保有する工場等においては，火災の

発生，危険物類の流出等により大規模な被害発生が予想されるので，これらの被害防止と軽減を

図るため，自衛消防隊等を設置する。

（２）自衛消防隊等の設置対象施設

ア 中高層建築物，劇場，大型スーパー，旅館，学校，病院，社会福祉施設等多数の者が出入りし，

又は利用する施設

イ 石油類，高圧ガス，火薬類，毒劇物等を貯蔵し，又は取扱う製造所，貯蔵所及び取扱所

ウ 多数の従業員がいる事業所等で，自衛消防隊等を設置し，防災防止にあたることが効果的であ

る施設

エ 雑居ビルのように同一施設内に複数の事業所があり，共同して自衛消防隊等を設置することが

必要な施設

（３）自衛消防隊等の設置要領

学校，病院，大型スーパー，社会福祉施設等多数の者が出入りする防火対象物の管理権限を有

する者は，防火管理者を適正に選任するとともに，自衛消防組織を置き，消防計画の作成，当該

消防計画に基づく消火，通報及び避難訓練の実施等防火管理上必要な業務を適正に行わせるなど

防火管理体制の充実を図る。

消防機関は，自衛消防組織の設置，活動等について，その実態に応じ適正に指導する。危険物

施設や高圧ガス施設等については，周囲に及ぼす影響が大きいことから，施設管理者に，事業所

相互間の応援体制を整備するよう指導する。

２ 自衛消防隊等の活動の推進

（１）自衛消防隊等の規約及び防災計画の作成

それぞれの組織において，規約及び防災計画（活動計画）を定める。

（２）自衛消防隊等の活動の推進

ア 平常時

① 防災訓練
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② 施設及び整備等の点検整備

③ 従業員等の防災に関する教育の実施

イ 災害時

① 情報の収集伝達

② 出火防止及び初期消火

③ 避難誘導・救出救護
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第４節 住民及び事業者による地区内の防災活動の推進

〔実施責任：危機管理課〕

市内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者は，当該地区における防災力の向

上を図るため，共同して，防災訓練の実施，物資等の備蓄，高齢者等の避難支援体制の構築等自発的

な防災活動に関する計画を作成し，これを地区防災計画の素案として市防災会議に提案するなど，市

と連携して防災活動を行う。

市は，市地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう市内の一定の地区内の住民及び当該地区に

事業所を有する事業者から提案を受け，必要があると認めるときは，市地域防災計画に地区防災計画

を定める。

【地区防災計画策定済の自治会】

自治会名 策定日

利永区 平成 30 年 3月
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第５節 防災ボランティアの育成強化

風水害等の大規模災害時においては，個人のほか，専門分野のボランティア等の組織が消火，救助，

救急等の災害応急活動に従事するとともに，被災者個人の生活の維持・再建を支援するなど，発災直

後から復旧過程に至る各段階において大きな役割を果たす。

このため，大規模災害時におけるボランティア活動が効果的に生かされるよう，平常時から，個人

あるいは地域や事業所の自主防災組織のほか，幅広いボランティアの育成強化のための対策を推進す

る。

第１ 防災ボランティアとの連携体制の整備

〔実施責任：日本赤十字社，社会福祉協議会，危機管理課，長寿支援課，地域福祉課，ボランティア

関係協力団体〕

１ 市及び関係機関等における連携体制の整備

市及び関係機関等においては，平常時から，地域団体やＮＰＯ等のボランティア団体の防災活動

の支援やリーダー育成を図るとともに，当該区域内の防災ボランティアに関する窓口を定め，それ

らの団体等の活動実態を把握しておき，災害時に防災ボランティアが円滑に活動できるよう，連携

体制の整備に努める。

また，市町村は，広報活動，啓発活動等を通じて，ボランティアによる防災活動に関する事業者

及び住民の関心と理解を深めるとともに，休暇の取得の促進等に努める。

防災ボランティアとの連携体制の整備

防災ボランティアの育成強化

防災ボランティア活動支援のための環境整備

〇専門分野のボランティア

ボランティア

の区分
活動内容等

ボランティア関係協力団体

（登録・教育・訓練等を行う）

通信 通信，情報連絡 日本アマチュア無線連盟県支部，鹿

児島県赤十字アマチュア無線奉仕団

ボランティア

コーディネーター

避難所等におけるボランティアの指

導・調整

県社会福祉協議会，日本赤十字社鹿

児島県支部

医療 人命救助，看護メンタルヘルス 県医師会，県歯科医師会，県薬剤師

会，県看護協会，ボランティア医療

団体，日本赤十字社鹿児島県支部

介護 避難所等の要介護者の対応及び一般

ボランティアへの介護指導等

県社会福祉協議会，市社会福祉協議

会

通訳 外国語通訳，翻訳，情報提供 県国際交流協会，ボランティア通訳

砂防 砂防設備等の点検，土砂災害に関す

る防災教育・啓発活動

NPO 法人鹿児島砂防ボランティア協会

救助 救助犬による救助活動 九州救助犬協会事務局鹿児島県支部
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第２ 防災ボランティア活動支援のための環境整備

〔実施責任：日本赤十字社，社会福祉協議会，県，危機管理課，長寿支援課，地域福祉課，市民福祉

課，県警察，関係機関等〕

１ 県による環境整備

県は，ボランティアの自主性を尊重しつつ，災害時における防災ボランティア活動が安全かつ迅

速（安全の確保を最優先としつつも迅速）行われるよう，活動環境の整備を図るため，いかに例示

する取組に努める。

（１）ボランティアへの参加の啓発，防災ボランティアの教育・訓練，登録等

（２）ボランティアコーディネータ等の養成

（３）避難生活支援リーダー／サポーター等の育成・確保

県は，避難生活支援リーダー／サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボラ

ンティア人材の育成・確保に努めるものとする。

（４）防災ボランティア拠点相互のネットワーク化

（５）ボランティア活動保険制度の周知

（６）研修に対する講師の派遣等への協力

２ 市による環境整備

（１）防災ボランティアへの参加の啓発と知識の普及

市は，住民に防災ボランティア活動への参加について啓発するとともに，防災ボランティア活

動が安全かつ迅速（安全の確保を最優先としつつも迅速）に行われるよう必要な知識を普及する。

また，災害時において防災ボランティア活動が円滑に行われるよう，市町村は，登録被災者援

護協力団体との平時からの連携強化に努め，活動環境の整備を図るものとする

（２）避難生活支援リーダー／サポーター等の育成・確保

市は，避難生活支援リーダー／サポーター等の避難所運営・避難生活支援に取り組む地域のボ

ランティア人材の育成・確保に努めるものとする。

（３）防災ボランティア登録・把握

市は，ボランティアの自主性を尊重しつつ，平常時から，市社会福祉協議会及びその他のボラ

ンティア関係協力団体との連携を図り，大規模災害が発生した場合に，被災地において救援活動

車両の排除等 通行妨害車両の排除，被災地に放置

された車両等の排除《大規模な災害

発生時における通行妨害車両等の排

除業務に関する覚書》

（社）日本自動車連盟九州本部鹿児

島県支部

〇一般分野のボランティア

生活支援等 物資の仕分け，配送，食糧の配給，

清掃等

県社会福祉協議会，市社会福祉協議

会，日本赤十字社鹿児島県支部
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を行う防災ボランティアの登録，把握に努めるとともに，県社会福祉協議会及びその他のボラン

ティア関係協力団体へ随時報告しておくものとする。

（４）大規模災害時の防災ボランティア活動の拠点の確保等

市は，大規模災害に備えた避難所を指定する際に，災害時の防災ボランティア活動の拠点の確

保についても配慮するとともに，防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制，活動上の安

全確保，被災者のニーズ等の情報提供方策等について整備を推進する。

（５）消防本部による環境整備

消防機関は，消防の分野に係る防災ボランティアの効率的な活動が行われるよう，日頃から，

防災ボランテイアの研修への協力等を行うとともに，地域内の防災ボランティアの把握，ボラン

ティア団体との連携，防災ボランテイアの再研修，防災ボランティアとの合同訓練等に努めるも

のとする。

（６）市町村は，防災ボランティアの活動環境として，行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携

し，平時の登録，ボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度，災害時における

防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制，防災ボランティア活動の拠点の確保，活動上

の安全確保，被災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに，そのための意

見交換を行う情報共有会議の整備・強化を，研修や訓練を通じて推進するものとする。

３ 警察本部による環境整備

県警察は，市と協力して，被災地における各種犯罪・事故の未然防止と住民不安の払拭を行うボ

ランティア関係組織・団体との連携を図るとともに，必要に応じて，これらの活動の中核となる防

犯協会等の防犯団体に対し，指導，助言を行うものとする。

４ 日本赤十字社による環境整備

日本赤十字社本来の活動分野である医療救護活動，支援物資の搬入出・配分及び炊き出し等，被

災者の自立支援活動を迅速に遂行するため，あるいは，国際赤十字委員会・各国赤十字社の養成に

よる在日外国人の安否調査等の活動を遂行するため，平素より，防災ボランティアを養成・登録す

るものとする。

また，日本赤十字社の通常活動分野以外のサービスを実施できるように，災害救助法第 15 条第

２項に基づき，県，市，社会福祉協議会等関係機関と協力し，連絡調整を行う。

５ 社会福祉協議会による環境整備

県社会福祉協議会は，福祉的な立場から被災者救護活動に参加することとし，県や市社会福祉協

議会及び関係機関・団体と連携を図りながら，平常時から，以下に例示する取組を行い，大規模災

害時におけるボランティア活動を支援する環境整備に努める。

（１）市社会福祉協議会に登録されているボランティアの把握，及び県社会福祉協議会で受け付けた

ボランティアの登録を行うこと。
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（２）県社会福祉協議会策定の「災害時の福祉救援ボランティア活動支援マニュアル」を必要に応じ

改訂するとともに，市社会福祉協議会の「福祉救援ボランティア活動支援マニュアル」の策定を

支援すること。

（３）ボランティアコーディネーターの設置，養成を進めること。
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第６節 企業防災の促進

〔実施責任：危機管理課，商工水産課〕

企業は，災害時に企業の果たす役割（生命の安全確保，二次災害の防止，事業の継続，地域貢献・

地域との共生）を十分に認識し，自らの自然災害リスクを把握するとともに，リスクに応じた，リス

クコントロールとリスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めるものと

する。具体的には，各企業において災害時に中核事業を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策

定するよう努めるとともに，防災体制の整備，防災訓練の実施，事業所の耐震化・耐浪化，損害保険

等の加入や融資等の確保等による資金の確保，予想被害からの復旧計画策定，各計画の点検・見直し，

燃料・電力等の重要なライフラインの供給不足への対応，取引先とのサプライチェーンの確保等の事

業継続上の取組を継続的に実施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取組を通じて，防災活動

の推進に努める。

特に，食料，飲料水，生活必需品を提供する事業者や医療機関など災害応急対策等に係る業務に従

事する企業等は，国，県及び市が実施する企業等との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実

施に協力するよう努めるものとする。

また，豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状態であるときに従業員等が屋外を移動することのない

よう，テレワークの実施，時差出勤，計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置

を講ずるよう努める。

国，県，市及び各企業の民間団体は，企業防災に資する情報の提供等を進めるとともに，企業のト

ップから一般社員にいたる職員の防災意識の高揚を図るとともに，優良企業表彰，企業の防災に係る

取組の積極的評価等により，企業の防災力向上の促進を図るものとする。

また，市は，企業防災分野の進展に伴って増大することになる事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援及

び事業継続マネジメント（ＢＣＭ）構築支援等の高度なニーズにも的確に応えられる市場の健全な発

展に向けた条件整備に取り組むものとする。

市は，企業を地域コミュニティの一員としてとらえ，地域の防災訓練等への積極的参加を呼びかけ，

防災に関するアドバイスを行うなど，企業の防災力向上の促進に努める。
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第７節 要配慮者の安全確保

高齢者や乳幼児，病弱者，心身に障害を持つもの，外国人，観光客・旅行者等は災害時に迅速・的

確な行動が取りにくく，被害を受けやすいことから，「要配慮者」といわれている。

今後とも，高齢化や国際化の進展，高速交通網の発達による県内への流入人口の増等に伴い，「要

配慮者」が増加することが予想される。

このため市及び防災関係機関は，平素より，要配慮者の安全を確保するための対策を推進する。

第１ 地域における要配慮者対策

〔実施責任：危機管理課，長寿支援課，地域福祉課，健康増進課，観光課，企画政策課，防災関係機

関〕

１ 要配慮者の把握

市は，市の各部局等が保有する各種の情報を要配慮者の避難支援の目的にそって抽出及び重複を

整理し，要配慮者の実態把握と関係部局間での共有化を図る。

特に，避難にあたって他人の介添えが必要な避難行動要支援者については，避難行動要支援者名

簿を作成し，把握に努める。

また，要配慮者に関する情報等は，自主防災組織や町内会等の範囲ごとに把握する。

２ 避難行動要支援者対策

（１）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成

市は，地域防災計画に基づき，防災担当部局と福祉担当部局との連携の下，平常時より避難行

動要支援者に関する情報を把握し，避難行動要支援者名簿を作成する。また，避難行動要支援者

名簿については，地域における避難行動要支援者の居住状況や避難支援を必要とする事由を適切

に反映したものとなるよう，定期的に更新するとともに，庁舎の被災等の事態が生じた場合にお

いても名簿の活用に支障が生じないよう，名簿情報の適切な管理に努めるものとする。

（２）個別避難計画の作成

市は，市地域防災計画に基づき，防災担当者部局や市民福祉部局など関係部局連携のもと，福

祉専門職，社会福祉協議会，民生委員，地域住民，ＮＰＯ等の避難支援に携わる関係者と連携し

て，名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに，作成の同意を得て，個別避難計画を作成するよう

に努める。また，国のクラウド型被災者支援システム等の被災者支援業務を支援するシステムを

活用するなど，当該業務の迅速化・効率化を積極的に検討するものとする。さらに，個別避難計

画については，避難行動要支援者の状況の変化，ハザードマップの見直しや更新，災害時の避難

地域における要配慮者対策

要配慮者の安全確保

社会福祉施設・病院等における要配慮者
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方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう，必要に応じて更新するとともに，庁舎の被災

等の事態が生じた場合においても，計画の活用に支障が生じないよう，個別避難計画情報の適切

な管理に努める。

（３）避難行動要支援者の避難誘導，安否確認

市は，市地域防災計画において，避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に基づきを適切に避

難誘導し，安否確認等を行うための措置について定める。

また，安全が確認された後に，避難行動要支援者を円滑に緊急避難場所から避難所へ移送する

ために，運送事業者等の協力を得ながら，移送先及び移送方法等について，あらかじめ定めるよ

う努める。

市は，市地域防災計画に定めるところにより，消防機関，警察機関，民生委員・児童委員，社

会福祉協議会，自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し，避難行動要支援者本人の同

意を得ることにより，または市条例の定めがある場合には，あらかじめ避難行動要支援者名簿を

提供するとともに，個別避難計画の実効性を確保する観点等から，多様な主体の協力を得ながら，

避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備，避難支援・安否確認体制の整備，避難訓練の実

施等を一層図る。その際，名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じる。

なお，災害時には，避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず，避難行動要支援者名簿及

び個別避難計画を効果的に利用し，避難行動要支援者について避難支援や迅速な安否確認等が行

われるよう努める。

市は個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても，避難支援等が円滑かつ迅

速に実施されるよう，平常時から避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供，関係者間の

事前の協議・調整その他の避難支援の体制の整備など，必要な配慮をする。

なお，市は地区防災計画が定められている地区において，個別避難計画を作成する場合は，地

区防災計画との整合が図られるよう努める。また，訓練等により両計画の一体的な運用が図られ

るよう努める。

市町村は，防災担当部局と福祉担当部局との連携の下，高齢者，障害者等の要配慮者の避難支

援の実施等に努めるものとする。

３ 緊急連絡体制の整備

市長は，要配慮者が災害発生時に迅速・的確な行動がとれるよう，地域の要配慮者の実態に合わ

せ，家族はもちろん，地域ぐるみの協力のもとに要配慮者ごとの誘導担当者を配置するなど，きめ

細やかな緊急連絡体制の確立を図る。

４ 防災設備・物資・資機材等の整備

市は，災害発生直後の食料，飲料水等については，住民自ら家庭備蓄によっても対応できるよう

事前の備えを推進しておくとともに，高齢者，乳幼児，傷病者等に配慮した救援活動が行えるよう，

毛布等の備蓄・調達体制を整備しておくなどの対策を推進する。
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５ 在宅高齢者，障害者に対する防災知識の普及

市は，要配慮者が災害時に円滑に避難し，被害をできるだけ被らないために，要配慮者の実態に

あわせた防災知識の普及・啓発に取り組む。地域における防災訓練においては，必ず，要配慮者の

ための地域ぐるみの情報伝達訓練や，避難訓練を実施するものとする。

また，市は，ホームヘルパーや民生委員等，高齢者，障害者の居宅の状況に接することのできる

者に対し，家庭における家財点検等の防災知識普及を推進する。

６ 外国人対策

外国人に対しては，居住地の届出の際などに，居住地の災害危険性や防災体制等について十分説

明等を行うとともに，避難所や災害危険地区等の表示板等の多言語化を推進する。

また，被災地に生活基盤を持ち，避難生活や生活再建に関する情報を必要とする在日外国人と早

期帰国に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なることを踏まえ，

それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や，円滑な避難誘導体制の構築に努める。

７ 障害者の情報取得等に係る体制整備

県及び市は，障害の種類及び程度に応じて障害者が必要な情報を迅速かつ確実に取得することが

でき，また，緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため，

体制の整備充実等に努める。

第２ 社会福祉施設・病院等における要配慮者対策

〔実施責任：健康増進課，長寿支援課，地域福祉課，社会福祉施設，病院等の施設管理者〕

１ 防災設備の整備

社会福祉施設や病院等の要配慮者利用施設の管理者は，当該施設の入所者等が「要配慮者」であ

ることから，施設そのものの安全性を高めるよう努めるものとする。

また，電気，水道等の供給停止に備え，施設入所者等が最低限度の生活維持に必要な食糧，飲料

水，介護用品，医薬品類等の備蓄を行うとともに，当該施設で予想される災害の種類に応じた防災

資機材や発災後 72 時間の事業継続が可能となる非常用自家発電機等の整備や燃料の備蓄に努める。

２ 組織体制の整備

要配慮者利用施設の管理者は，災害の予防や災害が発生した場合に迅速かつ的確な対応ができる

よう，あらかじめ防災組織を整え，施設職員の任務の分担，動員計画，緊急連絡体制等を確立して

おくものとする。

特に，夜間においては，職員の動員や照明の確保が困難であることから，消防機関等への通報連

絡や入所者等の避難誘導体制に十分配慮した組織体制を確立しておくものとする。

また，要配慮者利用施設の管理者は，日ごろから，市や他の類似施設，近隣住民や地域の自主防

災組織等と連携を図りながら，災害時の協力体制づくりに努める。
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３ 緊急連絡体制等の整備

要配慮者利用施設等の管理者は，災害に備え，消防機関等への早期通報が可能な非常通報装置を

設置する等，緊急時における情報伝達の手段，方法を確立するとともに，災害時における施設相互

間等の緊急連絡体制の整備・強化に努めるものとする。

また，災害時には，複数の手段を用いた気象情報などの積極的な情報収集に努める。

４ 防災教育・防災訓練の充実

要配慮者利用施設の管理者は，施設等の職員や入所者等が，災害時において適切な行動がとれる

よう，定期的に防災教育を実施するとともに，施設の立地条件や施設の構造，入所者や患者の実態

等に応じた防災訓練を自主防災組織等と連携して定期的に実施し，また，各種災害対応マニュアル

の作成に努める。

５ 具体的計画の策定

要配慮者利用施設の管理者は，介護保険法関係法令等に基づき，自然災害からの避難を含む，上

記１から４の事項を記載した非常災害対策計画を作成するものとする。

６ 県及び市による非常災害対策計画や避難訓練の実施状況等の確認

県及び市は，要配慮者利用施設の非常災害対策計画や避難訓練の実施状況について，定期的に確

認するよう努めるものとする。


